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△開  会 

○委員長（下園政喜）それでは、ただいまから企

画経済委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付の審査日程により

審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付の審査日程により審査を進

めます。 

 ここで１名から傍聴の申し出がありましたので、

これを許可します。 

 なお、会議の途中で追加の申し出がある場合は、

委員長において随時許可します。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（下園政喜）それでは、農政課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは議案がありません

ので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明をお願いします。 

○農政課長（今井功司）それでは、農林水産部の

企画経済委員会資料の別冊として提出しておりま

す、カラー印刷の直売所マップを御準備いただきた

いと思います。 

 こちらのマップは、地産地消を推進するため、地

元の農産物を販売しております本市の農林水産物

直売所をＰＲするマップを作成いたしましたので、

御報告並びに御紹介させていただきたいと存じま

す。 

 まず、表紙でございますが、地産地消の概念とメ

リットにつきまして、説明書きを記載しております。 

 あけていただきまして、左側及び真ん中のページ

に本市にあります８カ所の農林水産物直売所の名

称、位置、所在地、連絡先、営業時間、休業日並び

に道案内に関する情報を施設の写真とあわせまし

て記載しております。 

 また、各施設の写真の下に当該施設の特徴、ＰＲ

ポイントもあわせて記載しておりますので、御参照

いただきたいとお願い申し上げます。 

 右側のページになりますが、本市の３５０ベジラ

イフ宣言につきまして、またその裏面には鹿児島県

において作成されました食事バランスガイドにつ

いての情報を掲載しておりますので、こちらにつき

ましても御参照くださいますようお願いいたしま

す。 

 当該のリーフレットにつきましては２,０００部

作成いたしまして、各直売所に足を運ばれた方に、

本市にはほかにも直売所施設があることやさまざ

まな地元の農林水産物を購入できることなどを認

識していただくことによりまして、各施設への誘客

を図るため、各直売所に配布しております。また、

観光物産協会にも各観光施設への配布をお願いし

ているところでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）ここに直売所の案内をして

ありますけれども、これは何か基準みたいのがあっ

て、こういうふうに取り上げているの、それともそ

の範囲というか、どのところまで案内をしているん

ですか。 

○課長代理（井手上公哉）今回このような形で、

薩摩川内市農林水産物直売所マップを作成させて

いただきました。基準につきましては、市が作成し

ております農業振興ビジョンに掲載されておりま

す直売所と、それからまちづくり懇話会で要請が出

されました案件等につきまして、こちらのほうに登

載させていただいております。 

○委員（川畑善照）せっかくいいマップをつくら

れたんですけど、例えば観光農園とか、そういうと

ころなんかは記載されなかったんですか。 

○農政代理（井手上公哉）今回につきましては、

食育、地産地消の分野でございまして、その中で直

売所を重点的にということで取り組んだところで

ございます。 

 なおかつ、また３５０ベジライフ宣言マイナス―

―こちらは市民健康課のほうで主力に動いていた

だいておりますけれども――そちらもあわせまし

て、食育の観点から今回は作成させていただきまし

た。 

 また、観光マップにつきましては、今後また検討

させていただきたいというふうに考えてございま

す。 

○委員（川畑善照）関連があるんですけども、例

えばこの館がありますけれども、農産物を各農家さ

んから持ち込まれて、例えば品切れになったら追加

をする場合に、どうしても足らなかったら市外の品

物が入ってくるんですか、そこのところはどうでし
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ょう。 

○農政課長（今井功司）こちらの直売所につきま

しての運営につきましては、実施主体のほうで運営

していただいておりますので、不足が出た場合の取

り扱いにつきましては、私ども把握はなかなかでき

ていない状態でございます。そちらの運営につきま

しては、行政として協力できるところにつきまして

は協力してまいりますが、あくまでも地元に主体性

を持ってさせていただいているところでございま

す。 

○委員（川畑善照）結局、購買というか、売り上

げの場合は、それぞれのこの館によって違うと思う

んですけども、納入をされる１次産業の方々がどこ

の館でもおさめられるようにすると、そういう地産

地消というのが行うことができると思いますので、

できるだけ決まったところだけじゃなくて、どうし

ても足らない場合は、地元の品物を入れられるよう

に配慮をしていただけたらと思います。 

○委員（石野田 浩）今、川畑委員の話の中で感

じたんですけれども、そうやって品物を生産者が持

っていく場合に、今、８カ所ありますけれども、こ

ういうのの全体的な組織づくりというか、何かそう

いう連携がとれるような組織になっているのかど

うか、その辺はどうなんですか。 

○課長代理（井手上公哉）今、御指摘いただきま

した関係でございますが、鹿児島県農業・農村振興

協会でございますけれども、こちらのほうが直売所

ネットワークかごしまを設置してございます。その

中に、薩摩川内市におきましても５直売所が加入さ

れてございます。この組織の中では、お互いに品物

を調達し合うという、そこのルールはできてござい

まして、そういう観点からも、また今後このネット

ワークに加入していただくということが、今後また

我々も期待したいところでございます。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）５直売所は。 

○課長代理（井手上公哉）おじゃったモールさつ

ま川内館、それから臥竜梅の里清流館、それから道

の駅「樋脇」遊湯館、東郷ふれあい館、祁答院ロー

ド５１でございます。 

○議員（松澤 力）済みません。１点だけなんで

すけども、大小路のあたりで農業をされている方か

ら御意見いただいたんですけど。付近の空き家とか

にムジナというんですか、アナグマみたいなムジナ

がいて、近くで農業をされている方が被害に遭うと

いうことで、なかなか対策も難しいかと思うんです

けども。その被害で農業に対する意欲が非常に低下

するというような御意見があったんですけれども。

何かそういう空き家に住んでいるような動物とい

うか、そういう農業に害を及ぼすようなものに対す

る考え方というか、取り組みの方向性があれば教え

ていただけたらと思うんですけれども。 

○農林水産部長（中山信吾）ただいまの松澤議

員からの意見につきましては、この後の、農政課の

ほうでは守るという意味で電気柵とか、装置の設置

の対応はしておりますけども、有害鳥獣の捕獲、駆

除、これについては林務水産課の所管になりますの

で、林務水産課のほうでまた必要であれば回答させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。ほかにあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、農政課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午前１０時９分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午前１０時９分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△林務水産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、林務水産課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）まず、議案第８０号平成

３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とし

ます。 

 当局の補足説明を求めます。 

○林務水産課長（永田一朗）それでは、議案第

８０号薩摩川内市一般会計補正予算のうち、林務水

産課に係る補正予算について御説明いたします。 

 まず、歳出予算のほうから御説明いたしますので、
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予算書の２１ページをお開きください。 

 ６款４項３目治山林道費では２,７００万円の増

額補正をお願いしております。これは、特定離島ふ

るさとおこし推進事業の補助内示額の確定に伴い、

増額補正を行うものでございます。 

 説明欄をごらんください。 

 内容につきましては、林道２路線の整備に係る工

事請負費でございます。 

 特定離島ふるさとおこし推進事業で整備する林

道２路線について、補正予算の概要につきましては

４ページ中段と下段に記載してございますが、ここ

では企画経済委員会資料の１ページで説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 企画経済委員会の資料の１ページをお開きくだ

さい。 

 まず最初に、２路線のうち林道椿西線舗装事業に

ついて説明します。 

 本路線は、上甑の平良地区の林道で、現在、県に

おきまして整備中であります藺牟田瀬戸架橋の全

景を見渡せる展望所が整備されており、観光道路と

しても利用できる路線として、平成２５年度から林

道椿線とあわせて舗装工事を行ってきたところで

ございますが、本年度は延長２１５メートルの舗装

工事を行うものでございます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 林道樫之木線舗装事業の位置図であります。本路

線は下甑島の長浜から芦浜方面へつながる林道で

すが、地元住民の生活向上や災害時の避難道路、迂

回道路として期待され、さらに甑島国定公園指定を

契機に、甑島の東海岸側を眺望できる観光道路とし

ても利用できる路線として望まれています。本年度

は、未舗装区間延長８８８メートルのうち

３３８メートルの舗装工事を行う予定でございま

す。 

 次に、予算書に戻りまして、予算書の２２ページ

をお開きください。 

 ６款５項２目水産振興費では、６３７万円の増額

補正をお願いしております。 

 説明欄をごらんください。 

 これは、特定離島ふるさとおこし推進事業である

魚介類中間育成放流事業補助金及び地域振興推進

事業である地のもん、魅力発信事業と北薩のさかな

トライアングルぐるっと巡るスタンプラリー事業

補助金の内示額の確定に伴い、増額補正を行うもの

でございます。 

 内容につきまして補正予算概要で説明させてい

ただきますので、５ページ上段をごらんください。 

 魚介類中間育成放流事業補助金であります。 

 これは、アワビの稚貝５万個を購入し、甑島沿岸

に放流することで、アワビ資源の維持・回復を図る

ものでございます。 

 次に、概要の１２ページをお開きください。 

 中段になります。地のもん、魅力発信補助事業で、

一昨年、川内港にオープンしました川内とれたて市

場を活用した地域農林水産物の販売促進に伴う支

援やフードコーディネーターを活用した新商品開

発・販売及び資材の整備並びにイベントを実施し、

知名度アップにつなげ、地域の活性化を図るもので

ございます。 

 次に、同じページの下段をごらんください。 

 北薩のさかなトライアングルぐるっと巡るスタ

ンプラリー事業で、昨年も実施し好評をいただきま

した北薩地域の食堂を有する３漁協、川内市漁協、

北さつま漁協、東町漁協の連携のもと行いましたス

タンプラリー等をことしも実施しまして、顧客の増

大と消費拡大を図るものでございます。 

 続きまして、歳入予算の説明をいたしますので、

戻りまして、予算書の９ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金の３節林業

費補助金２,１６０万円の増額補正は、先ほど歳出

で説明いたしました特定離島ふるさとおこし推進

事業の補助金として収入されるものであります。 

 同じく、その下の４節水産業費補助金３５１万

７,０００円の増額補正は、これも先ほど説明いた

しました、地域振興推進事業及び特定離島ふるさと

おこし推進事業の補助金として収入されるもので

ございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 
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 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。御質疑願います。 

○林務水産課長（永田一朗）先ほど松澤議員の

ほうから農政課のところで質問がありました事項

について、中郷の市街地の空き家に住んでいるとい

うアナグマ、それに対する対策についてどういう形

でという、対策はないかという質問でございました。 

 日ごろより中郷に限らず、そういう市街地の中で

空き家になっているところだったりとか、あと住ん

でいるところの基本的に家の下のほうに住みつい

ている、そういうアナグマ等があって、どうにかで

きないでしょうかという相談を数件受けておりま

す。 

 その対策としましては、６猟友会がございますが、

そちらのほうの会長さんを通じて、各地区の猟友会

のほうにまたお願いしまして、現地のほうを確認し

て、その部分の周辺で、そういう形で、箱わなだっ

たりとかでとれる分については、そういう猟友会の

協力をいただいて、箱わなを設置していただいて、

捕獲していただくという形で考えています。 

 それと、あともう一つ、民間のほうでもですね、

そういう部分についても、どうしても早うとってく

れと、そういう御要望もあります。そういう民間事

業者のほうもありますよということで、薩摩川内市

としては、そういう御要望のあったところについて

は、情報提供はさせていただいているところです。 

○委員（石野田 浩）今、害獣の話が出たんです

けど、猟友会の人たちに捕獲した頭数に対しては助

成があると思うんだけど、ある猟友会から聞いたん

だけど、とれてもとれんでも出ていって、何か固定

したものがあれば、犬を養ったり何かするのにも役

立つんだけどなという話があったんですよ。 

 何でかというと、出ていっても、犬は傷つけられ

て大けがをする。その治療代が出るわけじゃないし、

出ていって、全然捕獲できなかったらただなんです

よという話も聞いたものだから、何かその辺の対策

みたいなものは考えていないのか聞いたんだけど、

どうですかね。 

○林務水産課長（永田一朗）活動補助金という

のを薩摩川内市は出していまして、各猟友会のほう

にその部分については補助金としてお出しして、猟

友会の中でその補助金を使って、その活動した方々

については、基本的には分担していただいていると

いう形で今お願いしているところで、基本的にはと

れなくても、そういう活動をした部分については猟

友会の単位の中で分担金がもらえるということで、

そういう仕組みはございます。 

○委員（石野田 浩）ちなみに、勉強すりゃわか

るんだろうけれども、金額的にはどのくらいの補助

なんですか。 

○林務水産課長（永田一朗）薩摩川内市全体の

予算で年間に１１０万円、各猟友会に分担してござ

います。全体で１１０万円です。それを６等分に。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、林務水産課を終わります。 

○委員長（下園政喜）ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～     

         午前１０時２３分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時２４分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△畜産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、畜産課の審査に入り

ます。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第８０号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○畜産課長（小城哲也）畜産課の一般会計補正予

算について御説明いたします。 

 まず、歳出予算でございます。 

 予算書の２０ページをお開きください。６款２項

１目畜産総務費でございます。説明欄をごらんくだ

さい。 

 畜産振興育成事業費におきまして３,０９３万

９,０００円を増額しております。 

 畜産クラスター事業補助金は、国の平成２９年度
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補正に伴い、事業要望をとった結果、３件の農家か

ら事業実施の要望があり、県との協議によりまして、

５月１８日付で割り当て額の内報を受けたところ

でございます。今回の予算は、国の平成２９年度補

正になるため、平成３１年度へ繰り越しができない

ことから、年度内事業完了に向けての円滑な事業執

行を図るため、今回、６月補正におきましてお願い

するものでございます。 

 事業内容は、畜舎４棟、堆肥舎２棟の施設整備で、

総事業費６,８８２万８,０００円です。 

 当該事業は、国の補助率２分の１以内でございま

す。牛舎・畜舎などの施設整備を行う事業として、

平成２７年度から始まり、規模拡大を志向する畜産

農家の施設整備に活用されている事業でございま

す。 

 畜産クラスター事業の詳細につきましては、後も

って企画経済委員会資料で御説明させていただき

ます。 

 次に、歳入予算でございます。 

 同じく予算書の９ページをお開きください。 

 １６款２項４目１節農業費補助金では、畜産クラ

スター事業補助金３,０９３万９,０００円は、畜産

課分でございます。 

 これは、歳出で説明いたしました畜産クラスター

事業に係る県からの増額分でございます。 

 続きまして、畜産クラスター事業について御説明

いたします。 

 企画経済委員会資料の３ページをお開きくださ

い。 

 畜産クラスター事業とは、畜産農家を初め、各関

係者が連携・集結し、地域ぐるみで、足腰の強い、

高収益型の畜産を実現するために施設などの整備

を支援するものでございます。国は、攻めの農林水

産業への転換として、この畜産クラスターの構築を

全国に推進しているところでございます。 

 次に、下の２番目の薩摩川内市畜産クラスター協

議会でございますが、本市の畜産振興を推進し、畜

産の収益性向上を図ることを目的に、畜産課が事務

局となり、平成２７年１月に薩摩川内市畜産クラス

ター協議会を設置したところでございます。 

 構成員につきましては、各畜種の生産者代表から

各関係機関などで構成しております。 

 事務局につきましては、事業実施箇所となる属地

の市町村が事務局となるとなっております。 

 事業申請につきましては、協議会で作成された計

画は、都道府県知事が認定し、認定を受けたクラス

ター計画に定められた経営体が畜産クラスター関

連の国庫補助事業の実施要綱・要領に基づき、当該

事業の申請をできることとなっております。 

 次に、事業を取り組むためには、それぞれの事業

に採択条件がございます。 

 ３番目の（１）に採択条件を記載してありますが、

この①から④番目をクリアしなければならないこ

ととなっております。特に、④の飼養頭羽数の規模

拡大をしなければ、当該事業を受けることはできま

せん。 

 （２）の整備内容は、①から④までの家畜飼養管

理施設、畜舎の付帯施設、家畜排せつ物処理施設、

自給飼料関連施設でございます。 

 補助率は、国が２分の１以内、残りは事業主体負

担でございます。 

 当該事業の効果といたしましては、資料の４ペー

ジをお開きください。 

 ここには薩摩川内市における各畜種ごとに飼養

戸数をお示ししております。表の上段の１には子取

用雌牛を、その下の２番には肥育用牛を示してござ

います。表１の下段の平成２９年度の右端の欄をご

らんいただきますと、平成２７年度に対しまして、

子取用雌牛が３３戸の減少、肥育用牛で３戸の減少

となっております。 

 次に、資料の６ページをお開きください。 

 ここには薩摩川内市におきます家畜飼養頭数を

お示ししてございます。表の上段の１の子取用雌牛

とその下の肥育用牛の右端、平成２９年度の計の欄

をごらんいただきますと、平成２７年度に対しまし

て、子取用雌牛が２４０頭の増、肥育用牛で

９３０頭の増となっております。 

 この要因といたしまして、飼養戸数は高齢化等に

より減少してきておりますが、畜産クラスター事業

や市単独事業などの活用により、肉用牛生産基盤の

維持・拡大に努めたことから、飼養頭数は増加して

おります。 

 また、生産額につきましては、平成２９年６月の

企画経済委員会において説明いたしましたが、肉用

牛における生産額は、平成２６年度に対し、平成

２８年度実績は１２７.９％、約１６億円の増（次

ページの発言により訂正済み）となっております。

今後も農家や関係者と一体となり、事業の推進を行

い、足腰の強い生産基盤の強化に努めてまいります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり
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ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

○畜産課長（小城哲也）済みません。先ほど最後

のほうで、「１２７.９％で約１６円の増」と言いま

したが、「１６億円」の増でございます。申しわけ

ございませんでした。（前ページで訂正済み） 

○委員長（下園政喜）はい、わかりました。 

 質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、畜産課を終わります。 

────────────── 

△耕地課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、耕地課の審査に入り

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課を終わります。 

────────────── 

△六次産業対策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、六次産業対策課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○六次産業対策課長（山元義一）委員会資料の

８ページをお開きください。 

 第１２号の承認を受けた六次産業化実施計画の

概要について、説明いたします。 

 承認者は、東郷町南瀬の笹野商事株式会社、代表

取締役笹野英樹氏であります。 

 計画の内容は、①の概要で、１段落目では、これ

までの歩みとして、昭和５２年に笹野製茶として、

東郷地域唯一の製茶工場を建設し、平成２７年には

笹野商事株式会社へ法人化し、地域に根づいた、密

着した取り組みを実施されています。 

 ２段目では、現在の課題として、ペットボトルの

普及による消費者ニーズの変化、荒茶の市場価格の

低迷など、安定した経営の実現が困難な状況となっ

てきております。 

 ３段目で、このようなことから、新たな６次産業

化の具体的な取り組みとして、自社生産の緑茶、抹

茶、紅茶、桑茶等を活用した飲食店（カフェ）を新

設し、急須で入れたリーフ茶特有のおいしさやリー

フ茶を入れる時間の楽しみ方など、リーフ茶の魅力

を伝えるとともに、東郷地域の新たな憩いの場とし

ての活用を図り、地域の活性化につなげていくとい

う考えです。 

 ②では、新たな商品の開発として、カフェにおい

ては、自社製品のお茶農家特有の特徴を生かしたド

リンクメニューのほか、自社製品のお菓子等、また

市内の菓子店とのコラボのお菓子類も今後開発し

ていきます。新商品としては、自社製品の抹茶を活

用した抹茶スティックや桑茶スティックを製造し

ます。 

 ③の新たな販路としては、繰り返しになりますが、

加工品の直売施設を備えたカフェを新設し、きゃん

ぱく等を活用して、煎茶、紅茶の入れ方教室等も開

催する計画です。 

 ④の雇用の創出としましては、現在、従業員数は
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８名ですが、カフェの接客や加工品製造に対応する

ため、１名を新たに常時雇用する計画です。 

 次のページをごらんください。 

 ３、売上高及び経営費の状況です。 

 直近の平成２９年８月期では、約３０万円の損益

が出ています。計画最終年度の５年後の目標では、

約５５万円の利益を見込んでいるところです。 

 最後に、各年度の事業内容です。 

 主なものは、カフェの整備、各種機械の購入、桑

の成分分析の調査研究、販路開拓のためのチラシの

作成やラジオのＣＭなどの経費になっておりまし

て、５年間の総額で、事業費が３ ,８００万

５,０００円、補助金が２，４５２万８,０００円と

なっております。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）この第１２号の笹野商事、私

どもも江津市の桑茶組合に行政視察に行ったとき

に、こういう個人的な経営もだけど、お茶組合とか、

そういうところでの企画力というのはないんです

か。組織とか、どうお考え、あるかないかもまず含

めて。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）企画力とおっ

しゃいますのは、例えば新商品開発とか、そういう

意味ですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○六次産業対策監（小柳津賢一）実は、もうか

なり前になりますけども、お茶のほうに関しまして

は、ＪＡの茶業部会というのがございます。実は、

今、実際にその部会があって、それぞれのお茶農家

さんが、畑だけ持っている農家と荒茶の加工場まで

持っている農家といて、その荒茶の加工場を持って

いる農家のうちのその部会長を中心といたしまし

た数名の方々が共同で、荒茶の加工場だけではなく

て、実際にお茶として飲むには仕上げの工程という

のが必要で、仕上げの加工場をつくりたいという相

談があって、その仕上げの加工場が自分たちの力で

つくれれば、今度は単なるリーフ茶だけではなくて、

いろいろな事業展開ができると、新商品開発もでき

るというような感じで、自分のところに最初に御相

談があったのは平成２４年ですから、五、六年前の

話になります。 

 そういう話あったんですけれども、事業費のお互

いの負担ですとか、あるいは仕上げの工場をそもそ

もどこに設置をするのかとか、いろいろな部分で、

なかなか折り合いがつかなくて、うまく進んでいな

いという部分はあります。数年前に、３年前か４年

前ぐらいに、その話自体が一旦頓挫といいますか、

とまりまして、自分としては、川内にももちろんあ

りますけれども、樋脇、入来を中心として、お茶の

畑がいっぱいありますので、何町歩もありますので、

しかも最近、特にリーフティーの価格というのは非

常に厳しいというのが数年続いていますから、ぜひ

自分たちのお互いの話し合いで、そういう前に進む

ような取り組みは進めてくださいと。１回頓挫とい

う形で進まないというか、とまってしまったんです

けど、いつでも６次産業化の制度ございますし、門

戸は広げますので、いつでもまた復活させて前に進

めたいというときが来たら、ぜひ遠慮なく話をして

くださいというのは言ってあるんです。言ってある

んですけど、今の段階で、ある程度まとまってとい

う部分については、自分の承知している限りでは、

まだ大きな動きはないところでございます。 

 ですので、何が言いたいかといいますと、そうい

う話が全くないということではなくて、いろいろあ

る中で、お茶農家さんたちもいろいろ試行錯誤され

ている最中であるというのが申し上げたくて答弁

いたしました。 

○委員（川畑善照）６次産業のこの補助制度とい

うのは大変いいことで、どんどん広がっていってい

るのはいいことなんですよね。それと、先日の農商

工連携にも参加しましたけれども、いいことをどん

どん進めていらっしゃるんですけれども、販売体制、

流通体制と設備投資を考えたら、できればそういう

組合か、いろんな形でやられたほうが結果的に生産

コストも安くなるだろうし、何というのか、流通

ルートも広がるんだと思うものですから、私も前か

ら言いますけれども、できるだけ規模的に大きな指

導というか、ある程度そういう方向性も見つけてい

ただいたほうがいいんじゃないかと思います。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）川畑委員のほ

うからはいつもそういう御指摘いただいておると

思っていますし、私も本当にそうだと思っています。

この間、川畑委員にも、６月１５日、本当に出てい

ただきましてありがとうございました。あの中でも

あったんですけれども、ロットの問題ですね。今、

本当に委員がまさにおっしゃった量の問題、量を集

めて、ある程度量が集まらないとなかなか、例えば

地元のお菓子の組合の方々に使っていただくにし
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ても使いづらい部分があるとか、１次加工の部分も

もちろんですけれども。自分なんかが思うのは、ま

だ具体に相手さんに対して話ができているという

状態ではまだないんですけども、やはりある程度量

をまとめるという話ししたときに、１５日も会議の

中で自分言ったんですけど、農協さんの位置づけと

いうのは非常に大きい。やはり共販、もちろんお茶

も農協に部会というのございますし、あそこに来ら

れていた果樹の方々、きんかん、ぶどう、いちごも

しかり、それぞれ農協の共販部会というのがあって、

その部会を通じて共販に出していると。ある程度ロ

ットを確保するのであれば、その部会、もしくは農

協さんとうまく調整をしながら、どうやって量を安

定的に確保するのかというのが必須になってまい

ります。 

 その意味で、もうちょっと正直に申し上げますと、

農協さんに主体的に動いてもらいたいという思い

はあります。思いはあって、１５日にも農協のセン

ター長、そこの川内の総合支所のセンター長、岩下

さんという方ですけど、お見えでしたから、本当に

ありがたい話で、あのとき、お菓子屋さんなんか集

まっていただいて、量の話だとか、１次加工の話と

か出てきたので、まだちょっと私、話できていない

んですけども、あれを受けて、行政として、あるい

は農協として、ある程度量を集めて、安定的に２次、

３次部門に供給するためにどういう手だてができ

るのかという話し合いはしてみたいなとは思って

います。まだちょっとできてはいないんですけど、

御指摘ありがとうございます。 

○委員（川畑善照）やはり１次産業の設備投資と

したら、結構重なる業界、水稲にしてもそうですけ

れども、お茶にしても、結果的に設備投資をあちこ

ちでした場合に、割と効率が悪いんですよね。 

 ですから、そういうのをやれるように、今後話し

合いを進めていただけたら、案外行政としての補助

も少なくて済むだろうし、将来的なルート的な問題

にしても、解決していくんじゃないかと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○委員（落口久光）済みません。今まで６次産業

のところで、結構な数の事業者さんをケアされてい

ると思うんですけど、全部、今、頑張っていらっし

ゃるんですかね。どうなんでしょう。よくテナント

ミックスとかであるのが、結構いろいろあって今回

で撤退されることになりましたというのが最近ま

たちらほら出ていると思うんですけど、こちらの

６次産業の分野のほうでは今どうなのかなという

のがありまして。もしくは心配なところがあったら、

ちょこっと教えていただきたいなと思いまして。 

○六次産業対策課長（山元義一）現在、６次産

業化の実施計画の承認を受けて、この六次産業化支

援事業補助金に取り組んでいらっしゃる方が、先ほ

ど説明しました笹野商事さんを含めて１２者いら

っしゃいます。そのうち昨年度９月に１者いらっし

ゃいましたので、その方は今まだ加工場を整備した

りしているということで、今まで平成２６年から

１０者の方がそれぞれ６次産業化に取り組んでい

らっしゃいますので、この１０者の方の今の現状を

説明させていただきます。 

 １０者の方は今もやめることなく、１０者全て

６次産業化を続けていらっしゃいます。そのうち、

それぞれ実施計画の目標をもって取り組まれてい

ます。その平成２９年度の状況を申告ベースで説明

させていただきますと、その平成２９年度の目標に

対して、売り上げが目標よりも上がっている方が

１０者のうち４者いらっしゃいます。利益ですね、

利益のほうでその目標よりも平成２９年度の実績

が上がっていらっしゃる方も同じく４者いらっし

ゃいます。一緒ではないんですけれども。そういう

状況です。 

 また、この１０者のうち、現在、既に利益が出て

いらっしゃる方は６者いらっしゃいます。既にとい

うのは、まだ計画の途中で、途中の方もいらっしゃ

るもんですから、最大５年間の計画ということにな

っているもんですから、そういう状況で、目標に対

してはそういう状況ですけれども、それぞれ販売促

進に取り組まれたりしているような状況でござい

ます。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、六次産業対策課を終わります。 

 ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時４９分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時４９分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 
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────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（下園政喜）次に、農業委員会事務局の

審査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（榊 順一）それでは、

農業委員会事務局の企画経済委員会資料の１ペー

ジをお開きください。 

 １の農業委員会委員の４月から６月の主な活動

及び３の農地利用法に基づく許認可業務の４月、

５月の実績については、２ページまで掲載をしてい

るところでございます。 

 農地法等に基づく許認可事務については、毎月月

末を申請受け付けの締め切りとしまして、翌月

１０日前後に現地調査を行いまして、おおむね

２５日に総会を開催し、議案決定、その後、県への

進達を行っているところでございます。 

 ２ページの４月及び５月の累計では、農地法第

５条の申請が、前年度が２３件でございましたが、

４２件と、多くなっております。 

 ３ページをごらんください。太陽光発電施設に係

る農地転用実績、県許可分を掲載しております。平

成３０年度は４月に７件の申請があり、５月はゼロ

件となっております。 

 ４ページをお開きください。６月のこの委員会で

は、前年度の農業委員会活動方針に対する実績を御

紹介しておりますので、説明をさせていただきたい

と思います。 

 ４ページ、１の農地流動化の推進につきましては、

実績は１３４.８ヘクタールで、前年度と比較し

１９ .９ヘクタールの伸び、目標面積に対し

１０９.６％となりました。このうち２４.３ヘク

タールは、水引、藤川、倉野、上甑地区の農地中間

管理権の設定分でございます。 

 ２の耕作放棄地の発生防止と解消では、既に森林

の様相を呈するなど、農業上の利用の推進を図るこ

とが見込まれない状況となっている場合には、農地

に該当しないものであり、原則として当該調査を行

った年内に、当該農地について農地に該当しない旨

の判断を行いまして、農地台帳から除外することと

されております。 

 このようなことから、（１）農地の現状では、非

農地判断面積が１０９.７ヘクタールとなりました。

そのほか、農地転用面積が４１.７ヘクタールで、

合計で農地が１５１.４ヘクタール減少し、（２）の

平成２９年度末農地面積、これは農地台帳上の面積

でございますが、計のＢ欄の一番下に記載した

７,４９９.３ヘクタールとなりました。 

 ５ページをごらんください。（３）耕作放棄地解

消の実態では、農地に復元することが著しく困難な

農地については、非農地判断を行うことが非農地と

しない守るべき農地の確保につながるということ

から、農地法の運用についての規定に基づきまして、

利用状況調査や荒廃農地の発生解消状況に関する

調査の結果、平成２９年度末の耕作放棄地面積は

４９０.９ヘクタールとなりました。 

 この耕作放棄地面積のうち、死亡、未相続農地な

ど、所有者の住所等が判明しないもの以外の

６５.４ヘクタールについて、農地の管理方法等に

ついて意向調査を行っております。 

 ６ページをお開きください。３の委員会活動の促

進について、（１）法令に基づく業務では、年間

３９３件を処理いたしました。処理件数の減少は、

農地法第１８条申請による貸し人、借り人の双方合

意による賃借権の解約が少なかったことによるも

のでございます。 

 そのほか、農業者年金基金法に伴う業務では、新

規加入者目標３名に対し、２名の加入者がありまし

た。 

 （２）農業振興業務では、農業や農業者に関する

情報の提供ツールとしての全国農業新聞の購読推

進の状況、それから農業者等との意見交換会の状況

を記載してございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）耕作放棄地なんですけど、

実際にもう使えなくなった放棄地を非農地に変え

て、耕作面積地を、何というかな、実際はこれだけ

しかないですという数字を示してあるんだと思う

んだけど。実際、耕作放棄地を非農地判断をして耕

作地はこれだけしかありませんという言い方じゃ

なくて、もう非農地にならないような策をとってい

ただかないと、ただ数字だけをこうやって、農地は

今これだけです、これだけですという形でやってい

ったら、ますます、解消地が少なくなっているとい
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うのも、その次の表にもありますけれども、もっと、

今、若い人たちが、公社も含めてですよ、一生懸命

やっていただいているんですけれども、その辺をも

うちょっと積極的な施策を立ててですよ、非農地に

ならないような、その以前の政策を立ててほしいな

と思うんですけど、何か考えはありますか。 

○農業委員会事務局長（榊 順一）ただいま御

質問がありました件についてですけれども、確かに

この今述べましたことについては、統計上の数字で、

このように報告をさせていただいております。非農

地にならないように、それ以前の活動とかっていう

ことですけれども、現在、前回の委員会でもお話を

したんですけれども、鹿児島の農地の「貸したい」

「借りたい」総点検活動ということで、今、農業委

員、推進委員、全員で全農家を回って、将来のため

に今の農地をどうしたいかというようなことを聞

いて回っております。 

 それで、その中で農業経営基盤強化促進法による

利用権設定という形で、貸し手があったら、借り手

を見つけていくというような活動をしております

ので、今、委員がおっしゃったように、そういった

事前の活動というのは大事ですので、できるだけ耕

作放棄地にならないような手だてを農業委員会と

してもやっていきたいと思っておりますので、そう

いった点検活動をもっともっと積極的にやりまし

て、貸し手と借り手のマッチングができるようなこ

とをやっていきたいということで今やっておりま

すので、これからまたさらに加速していきたいと思

っています。 

○委員（石野田 浩）大変だと思いますよね。高

齢化していくし、どうしても実際に農業をやってい

る人が放棄するような形になっている場合が多い

と思うんで、大変だとは思うんですけれども、農地

の保全というのは国家的な課題だと思うんですよ

ね。そういうところもやっぱり十分勘案しながらで

すよ、これからの施策を立てていってほしいなと。

やっていらっしゃるというのもよくわかったけれ

ども、その辺をもっと頑張ってやっていただきたい

と思います。 

○委員（川畑善照）農地はほとんどなくなって、

住宅街になって、そこが農道として残っている。そ

うすると、やっぱり市道として認定していかなけり

ゃならないのかなと思うんですけれども、どうして

もそこに疑問を感じるもんですから、そこのところ

は課が農業委員会じゃなくて耕地課だったんです

けど、まことに申しわけございません。住宅がほと

んど張りついて、通学路になって、子どもたちは学

校に行くのに道路は狭くて、大変苦労されています。

というのは、場所をいえば、赤沢津の入り口から草

原から石神に抜ける、あの道路です。もう現実に狭

くて離合が車はできません。せめて市道にして離合

ができるようにしてくれという要望も聞いたこと

があるもんですから、ここは所管じゃないそうです

ので、ひとつまた。 

○委員長（下園政喜）部長がいらっしゃいますの

で。 

○農林水産部長（中山信吾）耕地課はおりませ

んけれども、今、御指摘のあった内容につきまして

は、現にそういう状況があるというのは我々も認識

しておりまして、現在、建設部のほうと、農林水産

部のほうとですね、検討に入っている段階にあると

いうことは御理解いただきたいと思います。川畑委

員からあった御指摘の内容は認識しておって、今、

調整、どうすればいいかという協議は進めていると

いうことで御理解いただければと思います。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、農業委員会事務局を終わります。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、企画政策課の審査に

入ります。 

────────────── 

△陳情第５号 原発の廃炉技術者養成学校

の設置を求める意見書提出についての陳情 

○委員長（下園政喜）それでは、陳情第５号原発

の廃炉技術者養成学校の設置を求める意見書提出

についての陳情を議題とします。 

 陳情文書表については、配付してありますので、

朗読を省略いたします。（朗読内容は省略、巻末に

請願文書表を添付） 

 それでは、ここで、本陳情の審査についてお諮り

します。 

 まず、本陳情について当局から補足説明を受け、

質疑後、委員間の自由討議を行って、審査を進めた

いと思いますが、そのように進めることで御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、そのように進めることとします。 

 それでは、本陳情について当局からの補足説明は

ありますか。 

○企画政策課長（南 輝雄）補足説明というこ

とではございませんけれども、参考として説明させ

ていただきたいと思います。 

 本陳情にあります養成学校等につきましては、現

在のところ、何らかの動きがある、もしくはその動

きを聞いているというようなことは、今のところご

ざいません。したがって、特に説明というところは

ないんですが、関連で国の動きについて申し上げま

すと、国が今、エネルギー基本計画を改定している

ところですけれども、そのエネルギー基本計画にお

きまして、高いレベルの原子力技術・人材を維持・

発展することが必要であるとしております。ただ、

具体的な人材養成についてまでは言及がないとこ

ろでございます。以上のような状況はあるというこ

とでございます。 

○委員長（下園政喜）それでは、これより質疑に

入ります。ただいま当局からありました補足説明に

ついて、御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）陳情の趣旨が全くわからな

いわけじゃないんですけれども、時期的にですよ、

川内原発の場合は再稼働を始めたばっかりである

し、しかも、こういう廃炉の問題については、我々

も行政視察にも行きましたけれども、それぞれの事

業者がそれぞれ研究をされて、もちろん国と連携し

ながらやっていらっしゃると思うんですけれども、

ここにあえて我々が議論して誘致をしなきゃいけ

ないものなのかなと。やっぱりそこにはまた、学校

を持ってきたり、研究所を持ってきたりすると、そ

れぞれ市の負担も出てくるわけですから、あえてそ

れをしなきゃいけないのかなというふうに思いま

す。 

 また、将来的にですよ、２０年後に、今度は４０年

をオーバーして６０年にしようとか何とかという

議論があれば、またそのときに考えればいいことで、

そのときのために今から施設をつくっておこうと

いうのは、時期尚早じゃないかなと思うんです。 

○委員長（下園政喜）それでは、ここで質疑を一

時中止し、委員間の自由討議を行います。御意見は

ございますか。 

○委員（川畑善照）この陳情につきましては、い

ずれにしても、今、石野田委員からありましたけれ

ども、現時点でつくるというよりは、国際的にも国

内的にもですが、現在、廃炉をもう十数基、取りか

かってやっているわけですよね。それで、技術はそ

の都度改良されて、よくなってきていると思うんで

すが、この学校自体がどの程度のただ学校なのか、

まだそういう養成学校というところに行ったこと

ないもんですから、できるだけ今の時点で、結局、

現在ある開発企業とかいろんな、例えば日立とかい

ろんなところを見に行きましたよね。ああいうとこ

ろは技術的にもすぐれていると思うんです。ですか

ら、今のところ、こちらに持ってこなくても、どん

どん進んでいくと思うんですよ。 

 そういうことで、私は現在必要ではないと思って

おります。 

○委員（中島由美子）同じような考えなんですが、

現実に九電の所有のというか、玄海原発なども廃炉

作業に入っておりますし、さっき言われたとおり、

高浜原発とか伊方原発なんかもですかね、廃炉に入

っていくわけで、その廃炉の技術というものがある

んだろうと思っているところであります。 

 ですから、福島原発とは、事故後のこの廃炉等、

実際動いていたものを廃炉にする技術というのが

少々違うんだろうなというものは感じているんで

すけれども。そういったことから、確かに人材が足

りなかったり何だりというのはあるんですけれど

も、現実に養成学校となったときに、どんな人たち

というのかな、地元の人たちがというのも書いてあ

って、何かよさそうには聞こえるんですけれども。

技術的なものとか何とかというのが養成できる、そ

んな学校というのが現実にあるのかどうか。そのあ

たりもわからないので、現時点でこの本市にという

のは無理な面があるのかなと考えています。 

○委員（落口久光）ほとんど同じような意見なん

ですけど、既に複数の自治体のところで廃炉がもう

決まっている原子炉があって、多分一番先に入って

いるのは東海原発だと思うんですけど。東海原発に

はノウハウもある程度あると思うんですが、多分あ

んまり技術者養成の学校というがあるというのは

聞かないと思うんですね。ただ、それぞれの電力会

社のほうにノウハウがある程度蓄積されつつある

という段階だと思うので、私ももともと技術畑で企

業に就職したという経験もあるので、それから言わ

せていただくと、仮に川内につくったとしても、実

地での検証とかいうのが全然できない状態にある

と、机上の空論でしか話ができない技術者を養成し
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ても意味がないというのが一つ。 

 既にほかにも、もう廃炉を粛々と進めているとこ

ろと、今から廃炉に入るところがありますので、そ

この近くのほうに拠点を置いた施設をつくったほ

うが、やっぱり本当にためになる技術者の養成にな

ると思いますので、そういった観点からいきますと、

趣旨はわかるんですけど、わかるけれども、この原

子力の場合は国策というのもあるんですけど、本当

にすごく慎重に、かつ確実に成功に導かないといけ

ないという壮大な事業になるということからいき

ますと、今、既に廃炉している、もしくは廃炉に入

るというところにするべきであろうと。 

 逆に、そうでないところに乱立していくと、本来

かけるべきリソースがどんどん分散されて、確実な

成果を得られないという危険性のほうもあります

ので、私もやっぱり川内では入れるべきではないと

思うのと、逆にそういう機関がないのであれば、原

発を持っている自治体として、もっと国に早くそう

いうのを整備するような申し入れをすることのほ

うが得策であると私は思います。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。それでは、

意見が尽きたようですので、自由討議は終わり、こ

こで質疑に戻します。そのほか質疑はありませんか。 

○委員（落口久光）ちなみに、今さっきコメント

の中で言った、そういう養成機関というのがあるの

か、ないのか、私がつかめてないんですけど、実際

あるか、どうかというのがおわかりだったら。 

○企画政策課長（南 輝雄）詳細には把握でき

てない部分はあるんですけれども、国のほうが出し

ています原子力白書等を見てみますと、人材育成と

しましてはいろんな方法があると。一つは、例えば

大学、原子力工学的なもの、それと当然原子力発電

所のメーカーとか研究機関、そういったものもある

ようです。それと、もう一つは、やっぱり電力事業

者、実際の発電所のほうでの現場でのＯＪＴを通じ

た研修、そういったものがやっぱり主流になってい

るようです。 

 ただ、そのほかに自治体で、もしくは国のほうで、

養成機関までは行かないんですけど、研修機関的な

のは全国に今のところ三つぐらいあるというよう

なことで聞いています。 

 一つは、福井県に若狭湾エネルギー研究センター

というところがあるんですけれども、ここの中で国

際原子力人材育成センターというのが設けられて

おります。これがまず一つ目。二つ目が、茨城県の

ほうに原子力人材育成確保協議会というのが設立

されております。センターというよりも、組織的な

意味合いだと思います。最後に、昨年、青森のほう

で原子力の人材研究開発拠点施設ということで、量

子科学センターというのが設置されておりまして、

この中でも研修活動、研修というか、養成活動はさ

れているようです。 

 ただ、今申しましたのは廃炉ということではなく

て、原子力のプラント自体の全体的な話だと思いま

すので、廃炉に限っていいますと、今、そういうの

を専門に多分やっている部分というのは、廃炉が決

まった発電所の事業所なりがそういったやっぱり

知見をたくさん持っているのかなという気はしま

す。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（森満 晃）済みません。この陳情書は、

まず原発の廃炉技術に特化した養成の設置を求め

る意見書ということで、今、説明がありましたけれ

ども、国においては、国のエネルギー基本計画にお

いては、そういった学校というものの動きはないと

いうことですが、これは世界的に見て、こういった

廃炉を専門とした、そういった取り組みだとか、そ

ういうのが何かあるんでしょうか。 

○企画政策課長（南 輝雄）国際的な部分は、

把握はしてない部分なんですけれども、例えば国内

の事情でいいますと、先ほど出ていましたように、

商業炉に関しては、廃炉の決定はしていますけど、

まだ解体までに至ってない状況がありますので、技

術的なものでいうと、今からなのかなと思います。 

 ただ、国内でいいますと、商業炉としてはないん

ですけども、研究炉、実証炉みたいなものの解体は

されているようです。国際的に見ますと、当然、廃

止されているところがありますので、そういった廃

止、実際の解体の工事をしているところはあると思

いますが、それを専門に養成所みたいなところをつ

くっているというのは、多分ないのではないかなと

思います。 

○議員（森満 晃）先ほどもありましたように、

やはりこの原子力は国策でありまして、一自治体で

どうこうというあれじゃないと思うんですね。とに

かく廃炉技術を専門にということは、これは当然原

子力の仕組みであり、稼働のサイクルであったり、

あるいは発電の仕組み、工程、それらを全てわかっ

た上の技術者がやはりその廃炉というものに取り
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組んでいかなければなりませんので、なかなか今す

ぐという、急には難しいのかなと思います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 それでは、ここで本陳情の取り扱いについて御協

議をいただきたいと思います。 

 いかがいたしましょうか。 

○委員（川畑善照）先ほど来、意見が出ています

ように、現時点で稼働している発電所ですので、ま

だ時期尚早ということ、いずれにしましても、技術

者の養成というのは、やはり廃炉を現在やっている

ところで、いろんな技術が進んでいると考えますの

で、否決で行っていいんじゃないかなと私は思いま

す。 

○委員長（下園政喜）採決をとってよろしいです

か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）それでは、採決の声があり

ますので、これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより起立により採決を求めます。 

 本陳情は趣旨を了として採択すべきものと認め

ることに賛成する議員の起立を求めます。 

［発言するものあり］ 

○委員長（下園政喜）それでは、もう一回、討論

に戻します。 

 これより討論を行います。まず、本陳情に反対の

討論はありませんか。 

○委員（川畑善照）やはり原子力発電所がまだ稼

働していますので、いずれにしましても、原子力発

電所が廃炉に計画されているところに近いところ

なら、わかるんですけれども、いずれにしても全国

的に現在廃炉も進んでおりまして、技術の今後の進

みぐあいというのはまだまだよくなっていくかと

思いますので、今のところ、そういう学校は必要で

ないと思いますので、否決で私は行きたいと思いま

す。 

○委員長（下園政喜）次に、本陳情に賛成の討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論は尽きたと認めます。

これで討論を終わります。 

 採決をします。採決は起立により行います。本陳

情の趣旨を了とし、採択すべきものと認めることに

賛成する議員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（下園政喜）起立者なしであります。よ

って、本陳情は不採択とすべきものと決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（南 輝雄）社人研が公表しま

した将来推計人口について説明いたしますので、企

画政策部関係の委員会資料の１ページをお開きく

ださい。 

 まず、１、概要ですが、本年３月に、国立社会保

障・人口問題研究所――通称、社人研と呼んでおり

ますけれども、ここが市町村別の将来人口を公表し

ました。これは、最新であります平成２７年の国勢

調査をもとに推計されたものであります。平成

２２年の国勢調査をもとに公表した平成２５年推

計に引き続き、５年ぶりに公表されたところでござ

います。 

 この推計と、平成２７年度に策定しました薩摩川

内市人口ビジョンにおける人口目標、そして、この

ビジョンを策定した時点における社人研の推計人

口であります前回の平成２５年推計と比較したも

のであります。特に、今回と前回の推計について比

較した結果を説明します。 

 まず、２は、本市の総人口の比較をしたものでご

ざいます。 

 グラフのほうをごらんいただきたいと思います。

青色の線が人口ビジョンの目標人口、緑色の線が平

成２５年推計、赤色の線が今回の平成３０年推計と

なっております。 

 ２０４５年を比較しますと、前回の推計から約

３,４００人減少しております。米印にありますよ

うに、将来の人口減少が、前回推計に比べまして

３年ないし４年程度、加速していることがうかがえ

ます。 

 次に、年齢区分ごとに推計を見ていきますが、ま

ず、３の年少人口の比較でございます。緑色の前回

の推計に比べまして、赤色の今回の推計が増加して

おります。年少人口については減少幅が抑制されて

いる、そういった結果になっております。 
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 次に、めくっていただきまして、２ページです。 

 ４の生産年齢人口の比較です。緑色の前回の推計

に比べて、赤色の今回の推計が減少しております。

資料の中にはございませんが、細かく分析をしてみ

ますと、現在の人口の多い階層であります６０歳か

ら６４歳、また５５歳から５９歳の区分が、それぞ

れ６５歳以上の高齢者になります２０２０年、また

は２０２５年に、生産年齢人口が一気に減少しまし

て、そのまま減少傾向で推移しているということが

うかがえております。 

 また、一方で、若年層の転出超過も大きな要因と

なっておりますので、若年層の回帰、または雇用対

策等が必要な状況になっております。 

 次に、５の老年人口の比較です。グラフのとおり、

前回推計、今回の推計、大きな差はないところです。 

 次に、６の県全体、人口減少率の低い市との比較

になります。比較した表は右側の３ページにあると

おりですが、まず県全体の推移はほぼ同じとなって

おります。 

 また、人口減少率の低い市と比較した場合に、

６０歳から６９歳が最も多くて、また４０歳以上の

比率が高くなっていると、そういうことから、他市

に比べて人口減少が急激に進んでいること、また、

高齢化率が高くなるとともに人口減少が加速して

いるということがうかがえます。 

 最後に、７の総括ですが、今回の推計結果を見ま

すと、先ほど申しましたように、生産年齢人口の減

が最大の課題でありまして、出生率の増加・維持、

若年層の転出超過の抑制、雇用確保、これを課題と

して、引き続き総合戦略を重点的に取り組んでいく

必要があるのではないかと考えております。 

 以上が将来推計人口についての報告であります。

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いての質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（落口久光）まず、今の人口ビジョンで、

本会議でも少しコメントした項目にかぶりますけ

ど、新卒者の出入りというか、人口減少の度合いと

いうところを人口ビジョンでざっと見ていくと、将

来的に出生数は７５０人を維持するとかいう大き

な目標に対して、たしか数字を見ると７３０人前後

とか、そのぐらいの人数がずっと入っていましたの

で、減少率はほぼないか、若干減少で、３％未満ぐ

らいで計算されていると思うんですけど。これ、こ

こはまた全然違うのかもしれないですけど、その

３％未満で抑えるというのに対しては、何か具体的

な策というか、実際はビジョンがあるんですかね。

人口ビジョンだから、ビジョンがあるんだと思うん

ですけど、そこら辺、わかれば。 

○企画政策課長（南 輝雄）人口ビジョンにつ

きましては、委員が言われたような部分も入ってお

ります。これに基づきまして総合戦略をつくってお

ります。総合戦略の中で、移定住とか、雇用とかい

ったような取り組みを示しておりまして、やっぱり

これをきちんとやることで、人口減少を食いとめた

いといいますか、人口減少の下がる率をできるだけ

抑制していきたいと、そういうぐあいに考えている

ところです。 

○委員（落口久光）絶対的に、多分、全国で同じ

ように減っていくので、取り合いになりますよね、

労働力の取り合いで、恐らく大阪、名古屋、東京に

全部とられていくと思うんですよ。そうなると、本

市の場合は、多分、初任給であったりとか、そうい

うところで大きなアドバンテージを背負った形に

なるので、そうなると、これは多分、もしかしたら

商工政策課とかに言わないといけないかもしれな

いですけど、事業規模であったりとか、そっちのほ

うまでやっぱり踏み込んだ活動していかないとい

けないと思うんですよね。 

 そう思ったときに、私、この人口ビジョンを見た

ときに、これをもうちょっとインパクトを持たすと

いうのも大事かなと思って、そうなったときには、

人口がこうなってきたときには財源がこう減って

いくんだとか、何かもうちょっとそこに味つけをし

て、もっと、より具体性があるような、危機感をあ

おるじゃないんだけど、その情報の共有をするため

に、もうちょっと、つくり方であったりとか見せ方

も工夫するべきじゃないかと思うんですよね。 

 これだけ見ると、人口が減ってきますと、総合戦

略の中では移定住をやったりとか、こうやったりと

かします、だから、何も考えないで見ていると、う

まく行くようにやっていきますよというふうにし

かならないと思うんですけど、私の目で見ると、も

うとんでもないなというふうにしか見えないんで

すよ。 

 だから、今回、本会議でも質問して、次もまたい

ろいろとお聞きしようとは思っているんですけど、

どうも何かほわっとしたようにしか受け取れない

ような気がするので、その辺も含めて、近々、また

この人口ビジョンを含めて総合的に見直しをかけ
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て、多分、今までのやつでは移定住も余り成果が上

がってないと思うので、申しわけないですけど、さ

らにＰＤＣＡを本当にどんどん回して、もっと先手

先手の政策に打って出るというような計画を立案

するようになるのかどうかだけ教えてください。 

○企画政策課長（南 輝雄）今おっしゃったよ

うな部分につきまして、まず、今回のこの推計につ

きましては、平成２２年と平成２７年の国勢調査が

ベースになっております。先ほど、この人口ビジョ

ンをつくって総合戦略を始めたのが平成２７年と

いうことで、そういうことからすると、今の動きの

部分はこの推計には反映されてないということは

あります。 

 ただ、今の計画が平成３１年度までの計画になっ

ておりまして、今年度の後半から来年度にかけて、

この総合戦略の見直しをしないといけないという

ことがございます。その中で、今までやってきたい

ろんな事業の関係の評価もしながら、新たな取り組

みのほうはまたまとめていきたいというふうに思

っております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、企画政策課を終わります。 

────────────── 

△甑はひとつ推進室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、甑はひとつ推進室の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第８０号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）それでは、

私のほうから、議案第８０号平成３０年度薩摩川内

市一般会計補正予算について説明させていただき

ます。 

 まず、別冊となっております予算書の１４ページ

をお開きください。 

 まず、歳出になりますが、２款１項６目企画費、

説明欄の甑島地域振興費につきましては、平成

２９年度から創設されました特定有人国境離島地

域社会維持推進交付金事業で実施いたします甑島

ツーリズム推進事業、２００万円の計上でございま

す。これは６５％の補助でございます。国が５５％、

県が１０％となっております。 

 内容につきましては、企画経済委員会資料で説明

させていただきたいと思いますので、４ページをご

らんください。 

 まず、１番目にあります甑島ツーリズム推進事業

でございますが、事業概要につきましては、現在、

甑島におきましては、ツーリズムビジョンを策定し

て、ツーリズムのほうを事業展開している中で、観

光客を初めとした来島者にＰＲすること、それと島

民自身の甑島地域の魅力の再発見、これを目的とし

て日常マップを作成したいと考えております。 

 作成に当たりましては、島で活躍するイラスト

レーターの方に、島民の手による温かみのある日常

マップを作成したいと考えているところでござい

ます。 

 予算書のほうに戻っていただきまして、予算書の

２９ページをお開きください。 

 １０款５項２目文化振興費、説明欄の恐竜化石活

用事業費、これは、特定離島ふるさとおこし推進事

業で実施いたしますソフト事業の計上でございま

す。 

 内容は、同じく企画経済委員会資料の４ページの

ほうをごらんください。 

 ２番目になりますが、恐竜化石活用事業としまし

て、１に事業概要を書いておりますが、（２）のほ

うに、ふれあい交流対策事業、これはソフト事業で

ございます。特定離島の７０％の補助でございます。

これは、当初予算に３１５万６,０００円計上させ

ていただいておりまして、今回補正で３５４万円追

加させていただきまして、全体事業費の補助率を財

源組みかえさせていただくものでございます。 

 内容につきましては、まず、集中発掘会。これは、

甑島全域の化石産地の発掘調査を行います。あと、

化石のクリーニング、化石講演会、博物館構想検討

委員会、調査研究活動、５ページに移りまして、普

及啓発活動を行いたいと考えているソフト事業で

ございます。 

 次に、３番目にスポーツ・文化交流施設整備事業、

事業費９６４万円でございますが、これは全額、当

初予算のほうで計上させていただきまして、ハード
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事業の８０％の補助でございまして、これは財源組

みかえをするものでございます。 

 内容につきましては、化石展示業務、耐震補強等

業務、展示施設整備事業等を考えているものでござ

います。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

予算書のほうにお戻りください。 

 まず、予算書の９ページをごらんください。 

 １６款２項１目総務費補助金、説明欄の特定有人

国境離島振興対策事業交付金につきましては、国・

県補助内示に伴う予算計上であります。 

 内容は、当室所管の甑島ツーリズム推進事業――

先ほどの事業と観光・シティセールス課所管の甑島

観光関連事業３件に対する補助金でございます。 

 次に、１０ページをごらんください。 

 １６款２項８目教育費補助金のうち、社会教育費

補助金１ ,６５２万６ ,０００円、このうち

１,２３９万９,０００円、これが当室に関連する歳

入でございまして、内容は、歳出で説明しました恐

竜化石活用事業に対する補助金でございます。 

 以上で、甑はひとつ推進室に関する今回の補正予

算の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）企画経済

委員会資料の５ページをごらんください。 

 ２４日日曜日、先日、南日本新聞等に掲載されて

おります記事の内容の説明でございますが、上甑島

で産出された恐竜化石について報告させていただ

くものでございます。 

 これは、６月２２日金曜日、主要事項で報告させ

ていただいている案件でございます。６月２３日、

東北大学における日本古生物学会、こちらにおいて、

これについて発表し、報道発表がなされたものでご

ざいますが、実は、６月１８日に記者発表しまして、

報道の解禁を、テレビは６月２３日夕刻、新聞は

６月２４日朝刊からお願いしている内容でござい

ます。 

 内容につきましては、これまで甑島列島からは、

獣脚類恐竜の歯や、いろんな化石について発見され

ておりました。これまで４回、記者発表をしている

内容でございます。 

 ただ、今回はハドロサウルス類と確認できるもの

が初めて産出したものでございます。 

 特に注目すべきところは、「さらに」以降にあり

ますが、今回の化石、これは、まず甑島での産出で

あったということと、日本の中で最後の恐竜の一つ

と考えられるということでございます。恐竜の絶滅

が６,６００万年前と想定されている中で、今回の

化石は７,０００万年前前後の化石でないかという

ことで、最後の恐竜の化石の一つではないかと言わ

れております。 

 このため、これから、いろんなその年代について

の研究、あと教育等について、かなり期待されると

いうことを言われております。 

 また、本市につきましても、化石の教育あるいは

観光振興につなげていきたいと考えているところ

でございます。 

 ２番目になりますが、産地につきましては、マニ

アや業者の乱獲防止のために、場所については制限

させていただいております。公表をしておりません。 

 あと、今後のこの化石の一般公開でございますが、

鹿島支所のほうで企画展を、「北海道のアンモナイ

ト展」としまして７月１５日から９月２日に考えて

おります。 

 委員長、済いません。チラシのほうが先ほどでき

たもんですから、こちらを配って、北海道のアンモ

ナイト展の説明させていただいてよろしいでしょ

うか。 

○委員長（下園政喜）はい。 

［資料配付］ 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）資料の

６ページのほうをごらんください。 

 こちらに化石の写真等を掲載しております。中に、

まず、化石の発見者は、熊本大学と薩摩川内市の研

究チームでございます。チラシのほうをごらんいた

だいて。 

 まず、チラシの表紙になりますが、今回、北海道
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の愛好家が採集しました――下の３名の方でござ

いますが、上に写真に載っているように、多種多様

なアンモナイト約６０点をお借りしまして、一挙公

開するものでございます。 

 日付は７月１５日から９月２日、入場無料として

おります。場所が、鹿島支所の２階のほうに展示す

る予定でございます。その中で、右のほうにありま

す、先ほど説明しましたハドロサウルス類の大腿骨

の化石も、１階の恐竜の骨格標本がある、あそこに

展示する予定でございます。 

 裏面のほうにつきましては、オープニングイベン

トを４月１５日、化石クリーニング体験会、あと講

演会等を行っていきたいと思います。あと、７月と

８月の第３土曜日に、マグネットあるいはストラッ

プをつくるプログラムを計画しております。あと、

最後に化石発掘体験、こちらのほうを８月２５日に

開催する予定でございます。 

 化石のこの「北海道のアンモナイト展」について

は以上でございますが、済みません、企画経済委員

会資料に戻っていただきまして、６ページをごらん

いただきたいと思います。 

 こちらのほうに先ほどの化石の写真があります

が、発見者のほうが、熊本大学と薩摩川内市、今、

鹿島駐在の三宅、そちらのほうで一緒に発掘の中で

三宅のほうが発見したということでございます。化

石のクリーニングを地元の城山さんという方にし

ていただきまして、１年以上かけて、この化石を採

取したところでございます。ハドロサウルス類の恐

竜の写真は、下に載っております。 

 この北海道のアンモナイト展を、周知していきな

がら――とりあえず、今週、各薩摩川内市内の小中

学校のほうにはチラシを全部配布する予定でござ

います。 

 以上で、所管事務調査の報告を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）今回、７月１５日から、こう

して展示をされるわけですけれども、鹿島ですよね。

これが発見されたのは、上甑ですよね。まあ、市長

が前から「宝の島」と言って、しかも、この化石が

下からも上からも出たということですが、それ、展

示会場はずっと、もう鹿島だけにするのか。そうい

うところなんかは、今後の計画はないんですか。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今回は、

鹿島支所、多分ごらんいただいたと思いますけど、

いろんな化石の展示をしております。こちらの中で、

展示会をする予定です。 

 上甑、あるいは本土の中でも「こういう展示をし

てほしい」という意見もありましたけど、まず、化

石発見されまして、鹿島のほうに、本土の方も含め

て、まず行っていただいて、これまでの化石の状況

とか、それをまずごらんいただきたいと思いまして、

今回は鹿島のほうで開催を考えております。 

 中では、この大腿骨の骨については、また上甑、

本土でしてほしいという意見もあるかとは思いま

すけど、とりあえずは、当分は鹿島でしますので、

鹿島に来て、いろんな断崖も見てほしいという形で

宣伝ＰＲしていきたいと考えております。 

○委員（川畑善照）それは、ここで、わかってい

るんですよ。要は今後のことですが、もちろんアン

テナ的に本土での展示もいいことだと思うし、です

から、上甑で発見されて、今後、全島、今度は藺牟

田瀬戸架橋で動く場合に、展示場としては、もう鹿

島に一本でずっといかれるんですかと、将来的なこ

とを今聞いている。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、博物

館の構想検討委員会、国立科学博物館の真鍋先生を

会長としてつくっております。年に１回から２回、

今、会をしておるんですけど、今度また７月に開催

する予定です。 

 当然、藺牟田瀬戸架橋完成後の、将来を見越した

施設として、まず、この化石の展示をどうしていく

かというのを、まだ決定はしておりませんけど、島

を中心に考えていきたいと思っています。上甑のほ

うもビジターセンター的なものをつくるのかどう

かというのも話は出ておりますので、今度は、甑を

一つとして、全体的に恐竜の化石の島として活用し

ていきたいと思っています。ただ、具体的な施設の

場所等については、今後検討していきたいと思って

います。 

○委員（石野田 浩）今、上甑で見つかった、そ

の化石なんですが、場所は公表されていないんです

よね。 

 意味はわかるんです。ただ、やっぱり釣り人だと

か、たくさん甑島には海のほうからも行かれる人も

たくさんいると思うんで、それが、すぐ手の届くと

こなのか、全然もう、何か施設をつくらないと届か

ないよというところにあるのかわかりませんけれ

ども、やっぱり、せっかく見つかったものだから、



- 20 - 

 

荒らされないように、やっぱり保護を大事にしてい

ただきたいと思うんですよね。 

 まあ、将来的にどういう形で保存されるのかわか

りませんけど、その辺、それをやる前に、荒らされ

ないように十分気をつけてやっていただきたいな

と思います。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、具体

的な場所については公表されていないんですけど、

聞くところによりますと、もう船で行かないと行け

ない場所の、もう海岸沿いの場所ということです。

かなり上にも、断崖の上にも可能性があるというこ

となんですけど、そちらに行くとしても、はしごと

か、何かかなりのやっぱり道具がないとできないと

いうことで、一般の方が歩いて行ける場所ではない

というのは聞いておりますけど、保護については一

番また大事にしていきたいと考えております。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（森満 晃）済みません。この展示が、夏

休み期間を中心に子ども、あるいは親子が主体とな

るかなと思うんですが、この展示を兼ねて、この甑

島の観光と何かタイアップした、そういった何か企

画だとか、そういった分は何か予定されていますか

ね。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、薩摩

川内市観光物産協会がいろんな体験ツアーをきゃ

んぱく等を含めて企画して、もう今、売り出しはし

ていると思います。 

 今回、これが出たのが１週間前でございますので、

具体的なそういうプログラムというのは今はでき

てはいませんけども、実は、この関係につきまして、

もう観光物産協会のほうとは今話をして、こういう

北海道のアンモナイト展とか、そういう化石のツ

アーというのを、体験会も含めて、力を入れていこ

うかという話はしておりますので、すごく、これを

やっぱり活用して、交流人口をふやしていきたいな

とは考えております。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、甑はひとつ推進室を終わります。 

────────────── 

△行政改革推進課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、行政改革推進課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○行政改革推進課長（上戸理志）委員会資料の

７ページをお願いいたします。 

 行政改革・市政改革等の取り組み状況について、

昨年度の実績を含めて、現在の状況を御説明させて

いただきます。 

 ７項目ございます。 

 まず、１番です。本土地域の４市の見直しについ

て、現在取り組んでおります。１０月実施を見据え

まして、事務分担の最終調整作業。これまでも委員

会の中で、１,０５３事務ということで申し上げて

おりましたが、最終的な確認の中で細分化されまし

て、もちろん、見直しなども含めてスクラップもあ

りました。１,１３８事務という形で、今、引き継

ぎを兼ねた最終調整を行っているとこでございま

す。それから、テレビ会議システム等の施行運用、

今後も早期に取り組んでいきたいと考えておりま

す。広報紙８月１０日号で市民にわかりやすく説明

したいとしております。 

 ２番目、部局・支所経営方針の策定については、

平成２９年度の振り返りを、それから平成３０年度

の新しい方針について、６月１日の主要事項処理経

過報告で報告させていただいております。部局・支

所の使命、それから基本方針、重点目標等、掲げて

おります。 

 ３項目めの組織・機構見直しは、これまでも委員

会等でも説明してきたとおりでございます。現在、

平成３０年度の体制としまして、１０部６４課、そ

れから９室の体制となっております。 

 ４番目の定員適正化の推進については、裏面の

８ページでまた後ほど説明させていただきたいと

思います。 

 ５番の事務改善提案の募集につきまして、事務改

善については今回本会議、一般質問でも質問ござい

まして、部長のほうから幾つか例を挙げながら説明

させていただいたとこでございます。 

 平成２９年度の実績としましては、１３件あった

中で５件。 

 一つだけ本会議で紹介しなかったものを一つ紹

介しますと、東側の庁舎入り口のところ、郵便ポス

トの裏にマップがございました。福祉のマップ、古
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かったんですけど、そちらのほうを見直ししまして、

今、駐車場の案内と、それから庁舎の掲示板となっ

ておりまして、あと入り口のほうにも市役所とわか

るように――これまでも、初めて来られる方、「県

の振興局なのか、市役所なのか」と東側からはなか

なかわかりにくいという、そういう声もありました。

職員に尋ねなくてもわかるような形の表示がして

ありますので、もし、お気づきの際には、御確認い

ただければと思います。 

 そういう提案等ありまして、５件、採用してござ

います。 

 ６番目の補助金評価につきましては、平成２９年

度、６８の補助金等を、行政改革推進委員会、外部

の方々に外部評価をお願いしておりまして、報告書

については、昨年の１２月２６日に主要事項報告さ

せていただいたとこでございます。今年度も、

６２補助金の評価が始まっておりまして、昨日も今

年度の２回目の評価を実施、委員会を開催したとこ

でございます。 

 それから、７番目の権限移譲プログラム。薩摩川

内市、積極的に権限移譲、市民のサービスにつなが

るものについては取り組んでまいりました。これま

で１７法令１７項目の２３３事務、１９市の中では

４番目に多い事務権限移譲に取り組んできており

ます。 

 それでは８ページの裏面をお願いいたします。 

 定員適正化の推進についての説明をさせていた

だきます。 

 合併時から一番最新の平成３０年４月１日まで

の表、職員、嘱託員等の推移が書いてございますが、

一番下の行をごらんください。平成３０年４月１日

です。 

 第３次の定員適正化方針では１,０３７人という

計画でございますが、実数として１,０２６人です。

合併当時１,３６６人でしたので、合併当初から比

較すると３４０名、職員削減行っております。 

 内訳としまして、一般が８３３人、消防が

１５７人、それから診療所が３６人となっておりま

す。 

 それから、退職者、新規採用者数も書いてござい

ます。再任用の職員についても、今回５年目になり

ましたが、書いてございます。今年度、再任用の数

は若干減っております。あと、嘱託員の数も掲載し

てございます。 

 左から４列目、平成２５年４月１日の一般のとこ

ろ、９２１名を太枠で囲ってあります。それから、

平成３０年の４月１日の「８３３名」を太枠で囲っ

てありますが、この９２１名と８３３名の年代別の

職員構成について記したものが、９ページでござい

ます。 

 一般職員の年齢構成でございます。 

 左側が、平成２５年４月１日の９２１人というこ

とで、これは、第３次の定員適正化方針に掲げてご

ざいます。この表は公表しているものでございます。 

 最新の８３３名、一般職員としては８８名減って

おりますが、左と右を比較していただければ、やは

り若い世代、平成２５年のときはゼロというところ

もありまして非常にか細くなっておりますが、若い

世代の年齢構成、少しずつ是正されてきているのが、

左右比較されると、わかると思います。 

 今後も、職員採用については総務課ともしっかり

と連携をとりながら、持続的な行政経営がしっかり

とできるように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（落口久光）所管が違うって一蹴されそう

な気がするんですけど、せっかく表に消防とかもあ

るんで、消防の年齢別のやつも出せませんか。 

 加えて言うと、やっぱり、これに教員とかいうの

も入ってくると――教員の場合は転勤があるから

というのもあるんですけど、今もう教員不足という

のはすごく聞くんで、そういうところも、所管違い

だけど、行政改革として全てを束ねるという責任感

のもとで、そういうデータを出してもらうのと。 

 特に教員の場合は年々そういうのが、ずっと出て

くると、どういうふうに動いているかとか、そうい

うのが見えてくるので、ここでまた次の新たな施策

というのも見えてくるかなという気がしますから、

可能でなくても、うまくやりとりしながら出せるよ

うにしていただきたいんですけど。 

○行政改革推進課長（上戸理志）７ページの説

明のところで、定員適正化方針は１,０００名とい

うことで、これ全職員、消防も含めての数です。 

 一般事務の中、そこを切り離して８１３名という

ことで、定員適正化方針に基づくと一般職員を今回

掲示したとこでございます。 

 消防についても、職員のピラミッドというのは、

もちろん、これございます。こちらのほうで即答と
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いうのはできませんが、消防と一緒に検討させてい

ただきたいと思います。職員も含めて。それから、

あと教職員も。 

 教職員は割愛という形で入っておりますの

で…… 

［発言する者あり］ 

○行政改革推進課長（上戸理志）学校関係につ

いては、学校の教職員は、こちらには含まれており

ません。主事を除いてです。そちらのほうについて

はもう全く、何とも今のところ申し上げにくいです

が、そういう声については伝えられればと思います。

消防については検討させてください。 

○委員（川畑善照）支所の見直し、４支所ですけ

れども、広報で市民がわかりやすいように、具体的

な仕事内容をやっぱりアピールしていかなければ、

やはり不安に思っていらっしゃると思うので、その

時期と内容を。具体的な内容は、やはり市民に問題

を出して、広報紙でお知らせしたほうがいいんじゃ

ないかなと思うものですから。 

○行政改革推進課長（上戸理志）市民の不安を

招かぬように、しっかりと広報には努めてまいりた

いと思っておりまして、８月号の広報紙、あと、そ

の以降にホームページでも──現在の方針について

は、これはもう既に掲載してございますが、具体的

な事務、委員会等でも幾つか例を挙げながら、今回

の本会議でも部長のほうからも説明ございました

が、広報紙の中では、具体的な事務を挙げながら、

なるだけイラスト、図とかを使いながら、わかりや

すく例示したいと思います。 

 ただ、繰り返し私たち強調したいのは、市民目線

で見たときに、今後１０月以降、市民が今まで支所

で済んでいたもの、「本庁に行ってください」「本庁

に電話をしてください」というのはないような形で

今取り組んでおります。今、１,１５３事務という

形で整理しておりますので、そこをしっかりと理解

していただくような広報に努めてまいりたいと思

っております。 

［「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（松澤 力）１点だけ、済みません。 

 今回、私、本会議で事務改善の提案させていただ

いたんですけど、今回、この企画経済委員会資料の

中で、事務改善提案が１３件上がって５件採用され

てといった、非常に、採用されているものがあって、

ありがたいなと思うんです。 

 まあ変な質問なんですけども、積極的にこういう

提案をされて改善され、こういう提案をされる職員

の方というのが、どういう評価というか、モチベー

ションが上がるような評価になっているのかとい

うこと。 

 あと、１３件のうち５件ということで、８件は却

下されているということなんですけれども、できる

限り、また新たに改善提案が出るような、皆さんモ

チベーション高まっていくような形がいいとは思

うんです。そういう、却下されたことに対するフォ

ローとか、そういった形はどういうふうにされてい

るかというのをお伺いできたらと思います。 

○行政改革推進課長（上戸理志）職員の事務改

善提案については、やはり職員のモチベーションの

向上、こういったのもございます。 

 積極的に常日ごろから、やはり意識しながら、改

善したいという、その気持ちを少しでも多くの方が

持っていただくような形ということで、提案のもの

について、いろいろ知恵を絞りながら出されており

ますが、中には、いろいろ課題があって、まだ時期

尚早と。そういったものもございます。 

 経営推進部会という、庁内の組織の中でしっかり

議論をした中で採用するか、それか今回は不採択と

するかという結論を本人には通知しておりますが、

そういったところ、本人の気持ちというとこも酌み

ながら、担当が、事情については説明しております。 

 今後も、こういう事務改善提案も含めて、とにか

く一人一人の職員がやる気を持ちながら取り組ん

でいただくといったところは、非常に大事なところ

です。私たちは定数も見ておりますが、総務課等と

も一緒になりながら、職員のそういったところも、

モチベーションも含めて取り組んでいきたいと考

えております。 

○議員（松澤 力）ありがとうございます。ぜひ、

そういった対応をしていただけたらと思います。 

 また、こういう改善提案をされる積極的な、やる

気のある職員の方が、また適正に評価されるような

形に持っていっていただけたらありがたいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いします。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、行政改革推進課を終わります。 

 ここで休憩します。再開をおおむね１３時といた
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します。 

          ～～～～～～～～～     

          午後０時   休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後０時５９分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△地域政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、地域政策課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○地域政策課長（屋久弘文）地域政策課からは、

「小さな拠点」づくりの取り組みについて報告をい

たします。 

 企画経済委員会資料の１０ページをお開きくだ

さい。 

 まず、過去にも説明があったかと思いますが、「小

さな拠点」づくりとは何かを再度説明をさせていた

だきます。 

 市や国では、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

中に「小さな拠点の形成」をうたっており、人口減

少や少子高齢化の進展している時代にとって大切

な施策の一つと位置づけております。 

 「小さな拠点」づくりとは、人口減少が進む中、

地域が主体となり、住みなれた地域に住み続けられ

ることを目指す取り組みまたは仕組みのことであ

り、範囲はおおむね小学校区または旧小学校区とな

ります。 

 本市の場合は、既存の地区コミュニティ協議会の

単位で行っていきます。 

 イメージ図で説明をいたしますと、図の右上に地

区コミュニティ地域とありますが、白抜きの部分が、

対象となる範囲でございます。 

 次に、図の下の表をごらんをいただきたいと思い

ます。生活サービス、医療・福祉、交通などのサー

ビスの記載がありますが、こうしたものの中で、居

住地区内にないため、図の二重線で囲まれた他の地

区に行かなければならず、不便を感じている地区が

あります。 

 地区住民が、重要だと感じているが満足していな

いサービスを、図の太線のように「持ってくる」ま

たは「やってみる」、もしくは点線のように、その

場所まで「連れて行ってもらう」といったようなこ

とを地域が主体となって考え行動する取り組みが、

「小さな拠点」づくりと呼ばれるものでございます。 

 なお、現状ではサービスが足りている地区におき

ましても、将来を見据え、小さな拠点づくりの取り

組みについて考えていくこととなります。 

 次に、１のこれまでの取組みについて説明を申し

上げます。 

 この取り組みを推進をするために、昨年度は小さ

な拠点基礎調査を実施し、各地区へのヒアリング・

住民アンケート、人口動向の調査を行い、いわゆる

地区の診断書になります全４８地区の地区カルテ、

を作成し、モデル地区の選定を行いました。 

 また、地区カルテにつきましては、ことしの５月

中に全ての地区コミュニティ協議会に出向いて説

明をし、本年度中に策定を計画しております第４期

地区振興計画の基礎資料としての活用をお願いを

したところでございます。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 ２のモデル地区の選定に記載のとおり、基礎調査

結果による全地区の評価を行いまして、高齢化等に

より緊急性の高い樋脇町の藤本地区と東郷町の藤

川地区の２地区をモデル地区に選定をし、地区の了

解も得たところでございます。 

 次に、３のモデル地区取組概要について説明を申

し上げます。 

 モデル地区については、市と推進業務委託業者で

地区主体の取り組みへの支援を行いながら、「小さ

な拠点」づくりを推進することとしております。 

 スケジュールとしては、本年度と来年度の２カ年

間で地区の合意形成、実施事業や実施計画の検討、

実施計画の作成などを行い、平成３２年度には事業

を実施する計画で進めております。 

 最後に、４、５に記載のとおり、モデル地区の取

り組み状況は、地区コミュニティ協議会連絡会等で

適時報告をし、共有を図るとともに、この事業に係

る市職員の理解を深めるための研修会の開催や事

業関係課への情報共有なども行い、庁内での推進体

制もさらに整えていきます。 

 以上で、「小さな拠点」づくり形成の取り組みに

ついて、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり
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ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）モデル地区がもう樋脇の藤

本地区と東郷の藤川と、今こうやって出ているんで

すけど、アンケートをされてというのも聞きました

し、行政サービス、交通面というのも気になるんで

す。もしよければ、そのアンケートとかそういった

中身、そして行政にかかわることだったり交通面、

そういうのが、今の時点で何か「こういう案でモデ

ルになったんだよ」というのがあれば、聞かせても

らえればと思うんですけども。 

○地域政策課長（屋久弘文）特別に、こういっ

た結果があってということではなくて、アンケート

とか地区コミュニティ協議会長さん方に聞き取り

なんかを行いまして、いろいろ問題も把握をしまし

て、すると同時に、その地域が将来どんなふうに人

口が変わっていくのか、そこらあたりも推計をしな

がら、評価したんです。 

 評価というのが点数化してありまして、４８地区

をそれぞれの項目ごとに点数化をして、４０点満点

なんですけど、その点数がより４０点に近いという

地区が、やはり急いでそういう事業を入れなければ

ならない地区だという判断のもとで、点数化したも

ので高かったのが、いわゆる藤川地区と藤本地区だ

ったので。いわゆる高齢化が特に進んでいる地域な

んですけど、そういう地域を先に取り組まないかん

だろうということで、その２地区をモデル地区とい

うふうに選定をさせてもらったわけです。 

 交通がどうだとか生活のあれがどうだとかとい

う個々の内容で判断をしたところではなくて、今か

ら、先ほど申しました、ことしと来年、２年間かけ

て、最寄り地区のほうで会議等も実施をしていくん

ですが、その中で、やはり、それぞれの地区が足り

ない部分を挙げてもらって、その対応を２年間かけ

て考えていくという流れで進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○委員（今塩屋裕一）私もすごく興味がありまし

て、本当、過疎地域になったらいけないなというの

で、やっぱり考えています。 

 そして、人口を比べればいけないんですけど、鹿

児島市が５０万人都市なんですが、市内のほうの交

通面となったら市電もありますし、市営バスもある

んですけど、バスのほうはもう赤字だということで、

ここも本当、「小さな拠点」づくりにも力を入れて

いるみたいなんです。 

 そういったので、薩摩川内市も、そういう過疎地

域からという今お声も聞いたんですけど、本当、モ

デルというのをつくって、交通面、行政面、これに

出ているように、本当に興味津々ですし、交通面は

交通面で、本当、そういった赤字が出れば、どっか

を廃止しないといけないというのも出てくるんじ

ゃないかな。薩摩川内市は広いから、そういった面

もあるもんで。 

 私も、人口も多さで鹿児島市とは比べてもいけな

いんですけど。だけども、そういった赤字もあると

いうことで、その辺も考えていってもらえればなと

思ってのことでした。 

○地域政策課長（屋久弘文）大変いい御意見を

いただき、ありがとうございます。 

 今の２年間でモデル事業を実施するということ

はお話をしましたが、平成３２年度以降は、このモ

デル地区の具体的な事業を実施していきながら、あ

と、ほかの地区もございますので、どういった形で

横展開をしていくかというあたりも含めて、この

２年間で検討をさせてもらいたいと思います。 

 今、御意見いただいたような内容は、その検討の

中でしっかりと検討を進めていきたいというふう

に思っております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、地域政策課を終わります。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、情報政策課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、今回、当局からの報告事項は予定しており

ません。 

 それでは、これより所管事務について質疑に入り

ます。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、情報政策課を終わります。 

○委員長（下園政喜）ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１１分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１１分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、広報室の審査に入り

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○広報室長（黒木 諭）広報室からは、本年度の

広聴・広報活動の主なものについて御説明させてい

ただきます。 

 企画経済委員会資料の企画政策部分、１２ページ

をお開きください。 

 初めに、まちづくり懇話会についてでございます。 

 広聴活動の一環として開催しておりますまちづ

くり懇話会につきましては、平成３０年、平成

３１年度の２年間で市内全域を一巡いたします。本

年度は、本土４支所地域、それから下甑・鹿島地域、

そして昨年度開催できなかった里・上甑地域、合わ

せて６カ所での開催を予定しております。里・上甑

地域は開催済みでございまして、それ以外の地域は

各地区コミュニティ協議会と日程等を調整の上、開

催してまいります。 

 次に、市政モニターについてでございます。 

 広く市民の声や地域の御意見・御提言を市政に反

映させるための広聴機能の一つとしまして、市政モ

ニター制度を設けております。本年度は資料のとお

り、公募１８人、地区コミュニティ協議会からの推

薦４８人の合計６６人の方に委嘱しまして、研修会

等を開催したところでございます。今後、アンケー

ト調査への回答、それから御意見・御提言の御協力

をいただきたいと考えております。男女別・年代

別・地域別の内訳につきましては、ごらんのとおり

となっております。 

 最後に、防災行政無線によります定時放送につい

てであります。 

 防災行政無線のさらなる有効活用の観点から、こ

れまで防災行政無線の放送対象としていなかった

小規模なイベント、行事、それからお知らせなどを

放送します定時放送を、本年５月２日から開始いた

しました。屋内の個別受信機によりまして、毎週水

曜日１８時３０分から最大４分間の範囲内で市内

全域に放送してまいります。 

 以上で、広報室の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（中島由美子）市政モニターについて、さ

まざまな御意見をもらわれると思うんですけれど

も、それらはどのように反映をされているのかとい

うことが一点。 

 あと、この防災行政無線の定時放送が始まって、

いろんなイベントとかお知らせがあって、助かる部

分があるなって感じておりますが、最近アパートが

ふえていますよね。そこあたりの戸別受信機は、き

ちっと整備がされているのかをお聞かせください。 

 ２点です。 

○広報室長（黒木 諭）市政モニターの御意見に

つきましては、基本的にモニター通信という形で専

用の用紙を使って質問をしていただきます。 

 質問の内容については、やはり委嘱状を交付して

立場のある御意見ということで、すごく建設的な意

見も多く、内容的には、やはり生活環境の整備、市

道であるとか河川等の危険箇所に係る御意見等を

いただいて、それらについてはすぐ主管課のほうに

引き継ぎまして、主管課のほうですぐ現場を確認し

たり、あと県道等であれば、すぐ県に引き継いで一

緒に立ち会いをしたりという形で、実施可能なもの

についてはすぐいたしますし、何らかの理由によっ

てすぐできないものについては、そこも含めて、し

っかり１００％の回答を行っているところでござ

います。 

 それから、定時放送の部分については、当初、放

送の時間とかいろいろあって、自治会長の全体会議

それから地区コミ会長の会議等でお話をする中で、

夕方に行うという形で実施しております。 

 戸別受信機の設置に関しては、担当課、防災安全

課のほうになって、設置については押さえていない
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んですけども、そのあたりも含めて、広く市民の皆

様にお知らせする一つの手法として定時放送を始

めたところでございます。 

○委員（中島由美子）防災安全課ですね。私たち

の所管じゃないんですけど、パトカー本当にふえて

いて、どうなのかなって。ごみの分別とか、いろん

な点でいろいろ問題も聞こえてくるもんですから。

設置がされていないとこが多い気もするもんです

から、そこはまた所管を超えて、こう……。 

 全域、受信機は無料で設置しましたよね。そこが

最近どうなっているのか。 

 それとあと、もう移動された後に、２回ぐらい見

たんですけど、そのまま放ってあったところもあっ

たりして、どこに返せばいいのかとか、そのあたり

も、しっかり周知されていなかったのかなって思っ

たり。この戸別受信機があることで助かる部分と、

最近またいろんな新しい住宅・アパートがふえてい

るから、そのあたりがどうなっているのかな。 

 ごめんなさい。担当課が違いましたけど、また確

認を教えていただければありがたいです。 

○広報室長（黒木 諭）防災無線の設置の関係に

ついては、防災安全課とも連絡調整してまいりたい

と思います。 

 広報室におきましては、いろんな媒体を使って、

防災無線それからＦＭさつませんだい、広報紙、

ホームページ、いろんな媒体を使って広く広報する

というのが大事と思っています。その一つとして戸

別受信機を使用しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員（石野田 浩）地域の広報は各自治会とか

コミュニティで放送してもらっているんですけど、

ここに書いてある定時放送というのは、市全体のや

つのことでしょ。これは例えば、何かイベントをや

るといったときに、どのくらい前もって予告すれば、

その放送は可能なのか。あるいは、どの辺までの催

しを放送してくれるのか、その辺を教えて。 

○広報室長（黒木 諭）まず、防災行政無線の使

用については、ガイドラインをつくっておりまして、

まずガイドラインの中では、防災行政無線を使える

行政側の放送としては、基本的に市が主催とか共催

等をしている部分が中心になってまいります。各自

治会等の範囲については、各自治会、地区コミのほ

うでされる、放送でされるという中で、基本的には、

広く公益性があるものについては、広報紙もなんで

すけども、広報紙の中でお知らせとか開催を載せる

部分については定時放送もやっていっているとこ

でございます。 

 ですので、自治会の単独主催のイベント等につい

ては、今のところは対象とはしていないところでご

ざいます。 

○委員（石野田 浩）例えばステップアップ事業

なんかで、いろんなイベントだとか、そういうもの

をやって、市が助成しながらやっている活動があり

ますよね。そういうイベントは、放送はするの、し

ないんですか。その対象になるんですか。 

 広報に載せている部分もありますよね。 

○広報室長（黒木 諭）これは、定時放送の対象

だけじゃなくて、今おっしゃっていただきました、

何を広報紙に載せるかといった部分と一緒になっ

てきます。 

 ですので、市の事業を使われているとか、市が後

援をしていて広報紙に載せているものについては

当然、定時放送も対象となって、今後は放送してい

きたいと考えております。 

○委員（石野田 浩）その場合に、締め切りが、

さっき言ったように、例えば広報紙の場合は１カ月

ぐらい前ですよね。この放送の場合は、その締め切

りというか、有効期間を設けてあるのかな。 

○広報室長（黒木 諭）定時放送の放送内容の締

め切りは１週間とはしているんですけども、基本的

に、前日までは吹き込みが可能です。担当のある課

を通じて、３日前とか、そのあたりで言っていただ

ければ対応は可能になってくると思います。 

○委員（川畑善照）交通安全週間とか、いろいろ

火災関係はもう、もちろん防災行政無線で言うんで

すけど、例えば献血とか、毎月２５日、大体前後な

んですよね。そういうのなんかは、されるんですか。 

○広報室長（黒木 諭）定時放送の対象は、先ほ

ど申しましたイベント、小規模なイベントでありま

すとか、あと、今御意見いただきました献血の情報、

それから税の納期でありますとか、時期によっては

熱中症とかインフルエンザの注意喚起とか、そのあ

たりは幅広く放送対象として、献血につきましても

１回は放送をしているとこでございます。 

○委員（川畑善照）例えば献血が、各種団体が主

催してされるんですけれども、献血推進協議会の中

に市長がトップで、たしかあるはずですよ。それだ

ったら、各種団体が広報紙にお願いに行かなくても、

常にその情報は提供できるんじゃないかなと思う

んですが、そういうところはどうなっていますかね。 
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○広報室長（黒木 諭）献血の情報はもう、イベ

ントとかと違いまして、もう全ての通ずるものがご

ざいますので、市の部分だけじゃなくて、各いろん

な団体がされる部分についても、これまでも広報紙

とかホームページ等でも掲載していますし、市民健

康課と連絡をとって、それ以外の市民献血につきま

しても情報は流せると考えております。 

［「放送もですね」と呼ぶ者あり］ 

○広報室長（黒木 諭）はい。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）済みません。２点あるんです

が。 

 一つは、去年から広報紙と「原子力だより」が合

体して、去年もいろいろと市民からも声が寄せられ

ているんじゃないかと思うんですけども、その辺に

ついては、議論はどういうふうになっているかとい

うこと。 

 それから、もう一つは、これはここで言うことか

どうかわかりません。まあ、防災無線がありますの

で。 

 最近、学校帰りに子どもたちが不審者から狙われ

るというようなことが多いというふうに聞いてい

まして、それで全国的には、ある地域ということで

インターネットで調べてみたら、子どもの声で「こ

れから私たち帰ります。地域の皆さん、見守ってく

ださいね」という、そういうのを流して効果が上が

っているというところがあるらしくて、それは、永

利のほうの保護者の方から「そんなふうにしたらど

うか」というような話を聞いたもんですから、そう

いうことが検討できるのかどうかということもお

尋ねしたいと思います。 

○広報室長（黒木 諭）まず１点目の、原子力広

報関係と市の広報紙が一緒になっているという部

分につきましては、御意見もいただきまして、今年

度から別々に配布するようにいたしました。 

 あと、防災行政無線によります子どもの見守りに

ついては、他市とかで、子どもが実際吹き込みをさ

れて、子どもの声で見守りの注意喚起の放送をされ

ているという話は把握しております。 

 防災安全課のほうで、本市は実効性があるという

ことで、直接一番近くにいていただける地区コミの

方等に防犯のパトロールの支援等の助成とかを行

って、やっているとこでございますが、この防災行

政無線を使っての呼びかけ、注意喚起につきまして

も、すぐ、情報を収集してすぐ防災安全課のほうに、

実施できないかということで情報は流したとこで

ございます。 

 今後、また話をしまして、実際子どもの声を使っ

ているところもございますし、市が直接していると

こもございますので、議員がおっしゃられた子ども

の吹き込みによる部分がどういった形でできるか

は、検討を一緒になってしていきたいと思っており

ます。 

○議員（井上勝博）効果が上がっているというこ

とらしくて、テレビでも取り上げられたのかもしれ

ませんけれども、もし効果が上がるようであるなら

ば、そういったのも取り組んでみたらどうかなとい

うことで御意見を申し上げました。よろしくお願い

します。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、広報室を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時２６分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時２７分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△ひとみらい政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、ひとみらい政策課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）それでは、審査を一時中止

しておりました議案第８０号一般会計補正予算を

議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内孝）それでは、

ひとみらい政策課の補正予算について御説明いた

します。 

 まず、歳出でございます。予算に関する説明書の

１４ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費、説明欄の事項、男女共同参
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画政策費は、女性活躍推進事業が鹿児島県地域女性

活躍推進交付金に採択されたことによる財源調整

でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。予

算に関する説明書９ページをお開きください。 

 一番上の行でございます。１６款２項１目総務費

補助金１節総務管理費補助金、説明欄、鹿児島県地

域女性活躍推進交付金１７８万２,０００円で、先

ほど歳出で説明いたしました女性活躍推進事業に

係る歳入予算でございます。 

 以上で、ひとみらい政策課に係る補正予算につい

ての説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員（川畑善照）この予算書を見て、「調整」

て書いてあるんですけど、備考欄のとこに。ゼロで

「調整」というのは、どういうことなんですかね。

教えてください。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内孝）一般財源で

予算を見ておりましたものを、補助金が充てられる

ことになったものですから、それを、財源を入れか

えたということでございまして…… 

○委員（川畑善照）財源の入れかえ。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内孝）はい。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内孝）委員会資料

の１３ページをお開きください。 

 委員の皆様には既に御案内のことと存じますが、

本年度の「男女共同参画フォーラムｉｎ薩摩川内」

について、簡潔に説明させていただきます。 

 「「しなやかに つよく 生きる」～あなたへの

メッセージ～」を大会テーマに、来る７月１４日土

曜日、１３時から、国際交流センターで開催いたし

ます。 

 フォーラムは２部構成としており、第１部の基調

講演では、講師として、元厚生労働事務次官で、現

在は伊藤忠商事株式会社社外取締役の村木厚子さ

んをお招きしております。演題は、「あきらめない！

女性も男性も仕事と家庭を大切にできる社会を創

ろう。」で、男女共同参画の視点はもとより、村木

さんのさまざまな体験を踏まえた意義深い講話に

なるものと期待しております。 

 第２部はダイアログカフェで、ファシリテーター

に髙﨑恵さん、コメンテーターに、基調講演から引

き続き村木厚子さんと、たもつゆかりさんをお願い

しまして、講演会の感想などをつぶやき合い、共有

していただくこととしております。第２部のみ、事

前申し込みが必要で、応募多数の場合は抽選として

おります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、ひとみらい政策課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時３４分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時３５分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△商工政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、商工政策課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局の説明を求めます。 

○商工政策課長（末永知弘）それでは、３点御

報告をさせていただきたいと思います。 

 企画経済委員会資料の商工観光部１ページをお

開きください。 
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 １点目でございます。生産性向上特別措置法に基

づく特例措置についてでございます。 

 生産性向上特別措置法は、本年の６月６日に施行

されました法律でございまして、我が国の産業の生

産性の向上を短期的に実現するために制定された

ものでございます。 

 その中で、（１）の目的にございます、中小企業

等が生産性向上に資する設備投資をする場合に、固

定資産税のうち償却資産の課税標準の特例措置が

講じられることになっております。 

 次に、（２）の制度の内容になります。 

 まず、特例措置の期間は、平成３０年度から平成

３２年度までの３年間とされております。対象者は、

国の同意を受けた市町村導入計画に沿った先端設

備等導入計画の認定を受けた中小企業者が対象に

なるところでございます。 

 特例措置のスキームを少し説明させていただき

ます。 

 まず、市町村が、国の導入促進指針に沿った導入

促進基本計画を策定します。国のほうに協議を行い

まして、同意を受けます。次に、事業者が先端設備

等導入計画を策定しまして、市町村に申請し、認定

を受けるという形になっております。 

 この認定を受けることにより、下の④のところに

書いてございます。スキーム図では点線で囲ってあ

る部分になりますが、特例措置が受けられることに

なります。一つ目ですが、導入した償却資産の課税

標準がゼロになる特例です。二つ目は、国のものづ

くり・商業・サービス経営力向上支援事業の補助金

などが優先採択されるという特例を受けることが

できるようになります。 

 なお、償却資産の課税特例の対象設備は、下の⑤

に記載の機械装置や測定工具、あと検査工具などと

いうふうになっているところでございます。 

 今後、導入促進計画を市のほうで策定をして、早

い段階で国の同意を得たいというふうに考えてい

るところでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 ２点目は、甑島地域雇用・移定住対策協議会の設

立についてでございます。 

 この協議会の設立に関しましては、さきの１２月

議会の企画経済委員会において、設立の準備を今後

進めていきますというようなことの説明をさせて

いただいたところです。 

 このたび、上甑島地域、下甑島地域において、そ

れぞれ協議会が設立されましたので、御報告させて

いただきます。 

 まず、設立の目的でございます。甑島地域の事業

者の雇用問題及び移定住の課題を解決するために、

島外からのＵＩＪターンや移定住に関する環境づ

くりを促進し、地域経済の安定と地域活性化を目的

にしているところでございます。 

 上甑島においては４月１０日に、下甑島地域にお

いては６月１１日にそれぞれ設立総会があり、それ

ぞれの地域の事業者のほか、地区コミや商工会の団

体も会員となっていただいているとこでございま

す。 

 （３）の事業内容といたしましては、主に雇用情

報の収集や住宅の情報の整理を行いながら、島外へ

の情報提供・情報発信を行い、島外からのＵＩＪ

ターンの発掘、人材確保に努める。仕事と住まい、

あるいは暮らしをセットにして島内への呼び込み

をしていくというようなことで考えております。 

 続きまして、３ページでございます。 

 ３点目は、株式会社成澤屋の廃業についてでござ

います。 

 平成２６年７月に立地協定を締結し、同年８月に

永利町で操業を開始した株式会社成澤屋が、このた

び、廃業ということになっております。 

 成澤屋さんの事業の内容につきましては食品加

工業でございまして、主に鹿児島県産の鳥肉の加工、

焼き鳥用の鳥肉の串刺しをされる企業でございま

した。 

 従業員が３３名いらっしゃいましたが、５月の

２８日の廃業と同時に全員解雇という形になって

おります。 

 市といたしましては、離職された方々の支援をす

る必要がございますので、（３）に記載のとおりで

ございますが、離職者・地域経済支援総合相談窓口

を商工政策課内に設置をいたしまして、庁内の関係

課やハローワークと連携しながら、市税や国民健康

保険あるいは市営住宅への入居などとあわせて再

就職、雇用保険等の相談にも対応できるように体制

を整えているところでございます。 

 最後に、（４）の企業立地支援補助金の取り扱い

でございます。 

 平成２６年８月に操業を開始し、その後、雇用等

の要件を満たされたことから、平成２７年１月に用

地取得費補助金５,０００万円、平成２７年９月に

新規雇用補助金６００万円、合計の５,６００万円
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を交付いたしております。 

 企業立地支援条例では、操業開始後１０年以内に

事業の休止または廃止したときは、補助金の全部ま

たは一部の返還を求めることができるというふう

に規定をされております。今回、６月１日になりま

すが、債権届出書を先方のほうに提出したところで

ございます。 

 以上で、報告を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）３の株式会社成澤屋の件な

んですけど、市のほうも離職者に対する支援体制も

してもらいまして、商工政策課に設置ということで、

ハローワークと連携して一生懸命だと思うんです。 

 この会社にかかわる、成澤屋ですけど、会社設立

が平成２６年ということで４年しか経営していな

いということで、焼き鳥ってなれば何か、しっかり

したパイプがあって始めたんじゃないかなと思う

んですけど。これにかかわる、例えば前の会社の本

業とか何か――例えば本体があって、この会社をま

た立ち上げたとか、そういう流れなんでしょうか。 

 何かそういった、まあ担保と言ったら悪いんです

けど、そういう社長の経歴とか、そしてそういう何

か連携の会社がなかったのかなとか。いろいろお聞

きする人がいて、そういったのがなかったのか、ま

た聞かせてもらえればと思うんですけど。 

○商工政策課長（末永知弘）成澤屋さんにつき

ましては、もともとは旧溝辺町の御出身で、溝辺町

に地元のスーパーを社長のお父様が営まれて今も

おります。そこの息子さんという形で、社長さんが、

いろいろ食品関係も携わっていらっしゃったこと

から一念発起をされて、この薩摩川内市で、この焼

き鳥の串刺しをやりたいということで独自に独立

されて、操業されております。 

 親会社といいますか、お父様の会社とは完全に切

り離れておって、資本関係があるとかというもので

はございませんので、ない状況でございます。 

 まあ個人的にといいますか、そういうのでは、多

少なりとも支援があったんじゃないかなというふ

うに考えております。 

○委員（今塩屋裕一）となると、１０年経営しな

かったということで、このお金はしっかり、弁護士

等を通じてですかね、返金というか、そういうふう

に流れ、なっているんでしょうか。 

○商工政策課長（末永知弘）今は一旦、債権者

ということで市のほうは手を挙げさせてもらって

おります。今後、債権者の説明会等もございますの

で、そういう中で進んでいくのかなというふうに考

えております。 

○委員（川畑善照）関連ですけれども、４年間と

いうことは大変短いわけですよね。そして販売ルー

トがなかったのかわかりませんけど、３３名も雇用

されて、この方々の今後のことも考えたら、結構、

最初から企画倒れだったのかなという気がせんで

もないわけですけど。今後の問題として、今、今塩

屋委員からあったとおり、この返還の問題と、それ

から雇用の問題は一番大事な問題だと思いますが、

どのようにお考えでしょうかね。 

○商工政策課長（末永知弘）今後の問題という

とこでございますけども、やはり我々、企業誘致を

させていただく立場にございますので、その企業さ

んが経営とか、その辺がしっかりしていらっしゃる

のかということは、やはり調査をしながらやってい

く必要があるのかなと思います。短期間で、このよ

うに廃業とかならないような形で今後も進めてい

きたいとは思っております。 

 返還の件ですけども、これはもう条例に、このよ

うにうたっておりますので、やはり、１０年を超え

れば別ですけども、こうやって途中で廃業とかとい

う形になれば、条例どおりにやっていかないといけ

ないということで、やむを得ない部分かなと思って

おります。 

○委員（川畑善照）ぜひ、その努力をしていただ

きたいと思います。 

 それから、雇用の問題にしましても、今、売り手

市場ですので、何とか仕事があるとは思うんですけ

れども、できるだけ早い機会に、そのチャンスをつ

くっていただきたいと思います。 

 もう一点お聞きしたいのは、甑島地域雇用・移定

住対策協議会ですけれども、これらについて、例え

ばＵＩＪターン者のこれまでの動向と、それから例

えば甑島館がこの協議会の中に入っていらっしゃ

るのか。そういうことやら含めて、どういう企業が

協議会を立ち上げていらっしゃって雇用促進につ

ながっているかということをお知らせください。 

○商工観光部長（古川英利）これは、この協議

会は両方とも、もともと商工会の青年部の方々が中

心になって、地元で雇用対策を話をされる中で話が

持ち上がっております。商工会の事務局でされてい
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たりするんですけども、基本的には地元の方々が、

出身者、それからいわゆるＩＪ、Ｕターンじゃなく

てＩＪターンも含めて声かけをしていこうという

ふうにしております。 

 今後、郷土会の方とも連動して、やっていきたい

という意気込みを持っていらっしゃいます。 

 甑島館については、残念ながら、いろいろ調整さ

れたんですけども、現時点では今参加されていない

状況です。 

○委員（川畑善照）やはり地元の方々が一生懸命

努力をされていらっしゃいますし、新規事業という

か誘致企業といいますか、そういう方々も入って、

やはり一緒になって組織をつくっていかれたほう

がいいんじゃないかなと思うんですが、その点につ

いてと、先ほど質問した中で、現況です。そういう

ターンされた方々がずっと定着されているのか、あ

るいは、もうまた元へ戻れられたのか、そういうこ

と何やら把握されていませんか。 

○商工観光部長（古川英利）ＵＩＪターンの実

績というのは、数字を持ってきておりませんけども、

実際は、地域おこし協力隊あるいはその友達の関係

とか、新聞記事で出ているのを見れば、山下商店と

か、ＵＩＪターンの方が就職されているという事例

は、多々あります。 

 ただ、一部には、やはりなじめなかったりして島

を出られたりという方もいらっしゃいますが、ここ

数年では比較的安定しているほうじゃないかと言

われているところです。 

 結婚を機に出て行かれたりということで、出てい

く部分は寂しいんですが、その分、来る機会もふえ

つつあるので、今後は、やはりその定着率というた

めに、それぞれの事業の収支をよくして、給料を上

げていくという部分が大きな課題だということで、

協議会の若い人たちもおっしゃっていることです

ので、そこら辺の、生活が安定するように、もっと

外貨を稼ぐというところを力を入れないといけな

いということで地元の方々は言われているところ

です。 

○委員（川畑善照）もう最後にします。 

 やはり藺牟田瀬戸架橋の開通も間近だし、それに

加えて、今の恐竜の化石にしても、すごく全国的に

広まると思います。今からが正念場だと思いますの

で、ぜひ雇用の場をつくらなければ、もちろん観光

もプラスになるんですけれども、まず雇用だと思い

ますので、ぜひ、そっちのほうの努力を今後ともや

っていただきたいと思います。 

○委員（落口久光）また成澤屋さんの話に戻るん

ですけど、これって、創業をした、そのぐらいから

余りよくなかったんですかね、事業が。それとも最

近なんですか。 

○商工政策課長（末永知弘）今ちょうど廃業に

至ったのが３年９カ月になります。この３年間は、

やはり、まだ黒字にはならなかったというようなこ

とで聞いています。 

 この４年目の今期は、やっと黒字になりそうだと

いうことで、社長さんも従業員の方々ももう喜んで

いらっしゃったところでの話ということで、非常に

我々も残念だなというふうに考えております。 

○委員（落口久光）黒字が見えているんだったら

続けてもいいような気がするんですけど、そこら辺

の何か原因とか本当の理由は、わかりますか。 

○商工政策課長（末永知弘）実際の原因は、不

渡りを出されたというところにございまして、社長

さんのほうからの聞き取りの話の中では、５月

１０日の支払いがあって、その支払いを、少しお金

が足りないので、３週間ぐらい待ってもらえないか

というお話をその仕入れ先のほうにされていたよ

うでございます。「５月末になると、どこどこから

のちゃんとお金が入ってくるので、支払い、ちゃん

とできますよ」という約束までとっていらっしゃっ

たようだったんですが、その仕入れ先のほうが、も

う、すぐにも裁判所のほうに走られて、そういう債

権の回収のための動きをされていたということで、

仕入れ先もそうですし、今度は売り先のほうの信用

も失った形になってしまって、このような形になっ

たというふうに聞いております。 

○委員（落口久光）細かく聞いて済みません。 

 資金繰りが大変なような感じなんですけど、投資

か何かされたんですかね。 

○商工政策課長（末永知弘）大きな投資はなか

ったんですけれども、春にタケノコの仕入れとかと

重なった部分があったというふうに聞いておりま

す。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）生産性向上特別措置法に基づ

く特例措置についてということで、特例措置期間が

平成３０年から平成３２年の３カ年ということな

んで、ことしから申請ができるのかなと思いきや、



- 32 - 

 

今お話を聞いたら、今から国との協議があるという。

そうすると、ことしは申請ができないということな

のかということが、疑問に思ったもんですから、お

尋ねします。 

 それから、この場合の中小企業の定義、これはど

ういうことであって、市内でどのぐらいの企業が対

象になるんだろうかということです。 

○商工政策課長（末永知弘）申請の関係につき

ましては、ことしからも可能でございます。 

 固定資産の免除でいいますと、ことしの１２月ま

でに導入された設備に関して、１月１日が課税の基

準日でございますので、実際的には、平成３１年度

から３年間の課税免除が受けられるという仕組み

になっております。 

 あと、中小企業の取り扱いですが、中小企業の定

義といたしましては、業種によって若干差があるん

ですが、製造業等におきましては資本金が３億円以

下、従業員が３００人以下というものでございます。

あと、卸売業にあっては資本金が１億円以下、従業

員数が１００人以下。あと、小売業、サービス業と

いう形で、資本金と従業員の数によって定義がされ

ているというとこです。 

○議員（井上勝博）市内でどのぐらいあるのかと

いうことと、それから、そういったところに広報と

いうか通知というか、周知をされていらっしゃると

思うんですが、どういうふうな周知の仕方をされて

いらっしゃるのかと。 

○商工政策課長（末永知弘）この制度の業種は

絞っておりません、全業種という形になっておりま

すので、市内のほとんどの事業者さんがオーケーと

いう形になります。 

 あと、周知におきましては、実は税条例の改正も

必要でございまして、今議会のほうで、議案第

６９号で総務部税務課のほうで税条例の改正を提

案はさせていただいております。可決後に、国への

計画の同意であったり、あるいは周知活動をしてい

くというふうに今考えているところです。 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、商工政策課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～ 

          午後１時５８分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時５９分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△施設課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、施設課の審査に入り

ます。 

────────────── 

△議案第７０号 薩摩川内市営市街地駐車

場条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第７０号薩

摩川内市営市街地駐車場条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○施設課長（園田克朗）それでは、議案第７０号

薩摩川内市営市街地駐車場条例の一部を改正する

条例の制定についてを説明させていただきます。 

 企画経済委員会資料、商工観光部、こちらの資料

になります。こちらの４ページをお願いいたします。 

 横馬場駐車場については、中心市街地のお買い物

駐車場として整備されましたが、近年の利用状況や

中心市街地の商店から月極駐車場の要望も多く寄

せられていることを踏まえ、効率的かつ効果的な財

産の利活用を図るため、条例の改正をするものでご

ざいます。 

 改正の主な内容といたしましては、新たに駐車場

用途区分を設け、これまでの時間貸駐車場に加え、

月極駐車場を定め、利用料金を１カ月当たり５,０００円

とするものでございます。５,０００円の設定につき

ましては、近隣の民間月極駐車場を参考に、川内駅

西口駐車場と同額としているものでございます。 

 このほか、月極駐車場の用途を定めることに係る

関係条文を追加しているところでございます。 

 なお、月極駐車場の台数としては、１０台を予定

しているところでございます。１０台の理由といた

しましては、最近の横馬場駐車場の時間帯ごとの駐

車台数が多くても９０台というような状況でござ

います。この多い日が、９０台が月１日程度である

ことから、利用されない１０台分を月極駐車場とし

て活用できるのではないかということで１０台と

したものでございます。 

 資料のほうでまた説明いたしますが、横馬場駐車

場の概要としましては記載のとおりでありますが、

指定管理者として観光物産協会が利用料金制で管

理を行っています。利用状況としては、平成２９年
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７月から２４時間入出庫ができるようになり、平成

２９年度の利用台数は増加してきている状況でご

ざいます。 

 今回の提案は、現在の利用者に影響がない中で、

新たに月極駐車場として利用できるように条例改

正をし、施設の有効活用を図るものでございます。 

 以上で、議案第７０号の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

○委員（川畑善照）この（１）に背景の中で中心

市街地商店街から月極駐車場の要望が多く寄せら

れと、何件から寄せられて、直接なのか、そういう

ことやら、例えば、前のころは太陽パレスと山形屋

がほとんどイベントされるときに借りていらっし

ゃいました。山形屋さんは駐車場を今度売却されま

して、いろんなまた月に１回くらいのイベントがあ

ります。そういうところやら加味されて、相談され

たのかということと、１０台といわれるけど今まで

はゼロだったんですかね、前も月極の話はあったん

じゃなかったですか。 

○施設課長（園田克朗）まず、現在では月極駐車

場はゼロ台でございます。 

 その以降もよろしいでしょうか。商店街の商店か

らは十数店舗から月極駐車場を要望するというよ

うな声を、指定管理者を通じてお聞きしているとこ

ろでございます。また、山形屋のイベントとか、そ

ういうようなときということでございますが、先ほ

ども御説明いたしましたとおり、そういうようなと

きでも最近では時間帯で９０台程度が満杯、９０台

ぐらいがマックスの状態になっているようであり

まして、年間を通じましても１００台が駐車台数な

んですが、そこを１００台全部埋まるというのは本

当まれな状況になっておりますので、そこを有効活

用したいということで月極駐車場の１０台という

ことで想定して条例改正案を上げているところで

ございます。 

○委員（川畑善照）この観光物産協会が指定管理

ですけれども、ここだけの一存だけではないとは思

うんですけど、やはりある程度地域住民、あるいは

商店街、あるいは大型店、そういうところとある程

度協議をされて、組織をつくられて、話し合って決

められたらと私は考えるんですが、そういうプロセ

スを考えていらっしゃるかと思って。 

○商工観光部長（古川英利）今回の提案にあた

りまして、事前に地元からこういう月極を設けても

らいたいという話が実際十数件ございました。その

中には大規模な商業施設もありますし、花屋さんと

か、美容院とか、畳屋さんという個店からも出てき

ております。背景にあるのは、やはり不動産屋さん

からも聞いております。この中心市街地の中での月

極駐車場というのが、どんどん減ってきているとい

うこともあります。従業員用の駐車場も確保もまま

ならないというようなこともありまして、それらを

鑑みまして今回提案をさせていただいたところで

す。 

 今回の提案のプロセスにあたっては、日ごろから

の指定管理者への声、私どもへの声というのを取り

まとめてこのような提案をさせていただきました。 

○委員（川畑善照）川内駅の西口の駐車場に入り

口やらあいているのに、それが月極になっていると。

ここの横馬場の場合は屋上だと聞いていますが、そ

れが事実であるのか、そことやはり月極が１階にあ

るようだったら、大変迷惑をこうむりますので、そ

このところを教えてください。 

○施設課長（園田克朗）御指摘のとおり、目に見

えるところ、あいていて空車と満車となっていると

非常に感情もいら立ちになりますので、想定では

２階の東側のところに１０台を確保して、しかもそ

こには月極というような表示をして、見た目でもわ

かるような形で対応しようということで考えてい

るところでございます。 

○委員（落口久光）これ、今回の本会議でも質問

が出た項目ですけど、実際に昨年度との増加率の質

問がありましたよ。でなくて、ここ直近の増加率と

か増加の状況といったときには、どうなっているの

かというのがわかりますか。例えば、先月、先々月

とか。ことしに入ってからは月々で何台くらいで、

それぞれでいったときには年間でいったら大体何

台くらいに相当するのかとか。 

○主幹兼施設管理グループ長（稲森 直）

２４時間営業後の比較といたしまして…… 

○施設課長（園田克朗）昨年の７月から５月まで

のトータルでは１７.５％の台数、ふえております。

ただ、最近のここ４月、５月の直近では約４０％の

対前年月というような状況になっているところで

ございます。４０％ふえているということです。 

○委員（落口久光）具体的な台数はわかりません

か。 

○施設課長（園田克朗）４月は昨年が２,９３９台、
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ことしが４,１１５台、５月は昨年が４,２３９台、

ことしが５,８９３台というような状況になってお

ります。 

○委員（落口久光）先ほど川畑委員のほうも言わ

れて、多分言われたかったのは商店街からの多くの

意見がというのに対して、多分逆の人もおったじゃ

ないのかって、多分言われたかったんだと思うんで

す。恐らくね。そこら辺て何かちゃんと全部、全体

的にいろんな協議というか、そういう周知ができて

いるのかどうか。そういうものをやったのかとかい

うのはどうなんですか。 

○商工観光部長（古川英利）この商店街全体の

声ということで、調整が実際になかなか難しいと思

っております。それは、民間の駐車場も月極時間貸

し、結構今ふえてきております。そこでの需要の調

整というのはあるんですが、どうしても我々の耳に

入ってくるのは向田公園の下にも地下の駐車場を

つくってくれんかとか、そういう話が来たりしてお

ります。私どもとしては今の駐車場のそれぞれのス

ペース、民間も含めてですけど、それを使いやすく

稼働率を上げるというのを試行錯誤でやっていか

ないと、この町全体で駐車場需要の調整というのは

なかなか難しいんじゃないかというふうに思って

いるところです。 

○委員（落口久光）さっきの話からいくと、多分

従業員の駐車場とかですよね。だけど、商売する側

から言ったらお客さんがとめられるようにしない

といけないのもあるよなというところ気になるん

ですよ。全体的な駐車場が少ないというのもわかる

んですけど、いわゆる商売する側からの部分と、雇

われている側の意見なのか、雇っている側が社員の

駐車場と言われているのかもしれないですけど。そ

こら辺のバランスとかそういうところはどういう

ふうに考えられているんですかね。逆に商店街の

方々とかが。 

○商工観光部長（古川英利）今、私どものとこ

ろに届いている意見では従業員用もありますけど

も、駐車場のないお店の方が近くに月極を借りられ

ていたんだけど、そこが使えなくなったとかいうの

もございます。ですので、もうケース・バイ・ケー

スというような形で、どっちかに絞るというのはな

かなか厳しいと思っております。お客様用といいな

がら、店主の方が自家用車をとめられたりというこ

とも、月極の使い方としては現実今もあるようです

ので、この用途を絞るというのは現実的ではないの

かなというような、従業員用、お客様用に絞るとか、

そういうのは現実的ではないのかなということで、

今回はそういうのは両方対応できるようにしたい

とは考えているところです。 

○委員（川畑善照）やはり確かに言われるのはわ

かります。ただ、それで向田公園の地下に駐車場を

つくってくれというのもよくわかるんですよ。ただ、

経費が物すごいかかりますよね。だけど、地域性に

よって太平橋商店街と向田本通り、堀田通りとは違

うし、また夜の商売と昼の商売も違うだろうと思う

んですよ。２４時間営業になっているから、時間貸

しが多いほうがいいと思うんです。それに関連して、

この１０台という、これはここには書いてないんで

すが、いずれにしてもこれを拡大していく可能性が

あると、やはり問題になってくると思うんですよ。

ここのところが引っかかるところです。１０台と今

言われましたけれども、これはがどんどん広がって

いけば屋上が全部月極になれば、どうしてもせっか

くの駐車場が時間貸しが影響を受けるんじゃない

かという懸念がありますね。 

○商工観光部長（古川英利）そんなにふやそう

とは思っておりませんで、先ほど言ったように中心

市街地の駐車場の需要というのを見ながら、柔軟に

対応ができるようにということで、今最小限度で用

途的には使えるようにしておこうと思っておりま

す。本来なら、商店主の方々が月極なり何なり駐車

場を確保されるのが基本だと思っておりまして、私

どもはこのお客様がふえた場合にここを使っても

らうのが、そこが基本路線だというのは十分承知し

ております。ただ、月極が極端に減ってきていると

いうことで対応しないといけないという試行錯誤

の始まりの部分と思っておりますので、議員御指摘

のとおりお客様駐車場という基本の部分はちゃん

と守りながら進めたいと思っております。 

○委員（川畑善照）最後にしますが、駐車場とい

うのはたしか駅前が歩道が広くなって駐車場がで

きなくなった。ほとんどお店の方か納入業者がとめ

たりしよったんです。それで、今度はそのころは言

いよったけどパーキングメーターをつけたと。逆に

今度は今、文化ホールの前のあそこの駐車場がほと

んど通勤客がとめて、一般の人たちが借りられない。

ですから、パーキングメーターの問題が出たことも

あるんですよ。そういうことを考えたら駐車場のや

はり運営というのは、ある程度パーキングメーター

をつけても、例えば買い物客が高速道路ができたり
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すれば、３号線も将来的には片側をパーキングメー

ターをつけたらという話もあったんですよ。過去に

おいて何回もそういうやりとりをやったんです。今

後そういう形をとって、商店街にパーキングメー

ターをつける、そういう努力も、もちろん狭いとこ

ろはだめですけれども、広いところでそういうパー

キングメーターの話も、文化ホールの前なんかは道

路なんですよ。道路がほとんど通勤客がとめて、買

い物客はとめられない状態です。そういうことやら

考えたら、パーキングメーターも考えるべきだと思

います。そういう御提案もしておきます。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

────────────── 

△議案第７１号 薩摩川内市上甑観光セン

ター条例を廃止する条例の制定について 

○委員長（下園政喜）次に、議案第７１号薩摩川

内市上甑観光センター条例を廃止する条例の制定

についてを議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○施設課長（園田克朗）議案第７１号薩摩川内市

上甑観光センター条例を廃止する条例の制定につ

いてを説明させていただきます。申しわけございま

せん。今度は議会資料、商工観光部の２ページをお

開きください。 

 それでは、説明させていただきます。上甑町瀬上

に立地する観光センターながめは、昭和４９年度に

旧上甑村により整備された観光施設で、平成１８年

度から施設の老朽化により休止状態となっていま

した。 

 県補助の特定離島ふるさとおこし推進事業を活

用し整備されたものであり、今回、県との財産処分

の調整が済んだことから、廃止するものでございま

す。 

なお、補助金返納も必要はないこととなりました。 

 以上で、議案第７１号の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。まず、甑島関係については後ほど観光・シテ

ィセールス課において永田副市長に出席をいただ

き、調査することといたします。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○施設課長（園田克朗）所管事務調査として２件

の報告がございます。 

 まず、企画経済委員会資料の商工観光部の５ペー

ジをお開きください。 

 旧いこいの村いむた池の譲渡先募集に係る実施

要領骨子案についてでございます。 

 旧いこいの村いむた池は、民間譲渡により平成

２５年１０月から平成３０年３月３１日まで九州

ホテルリゾート社で運営されておりましたが、同社

の経営困難の理由により経営から撤退され、本市に

施設が返還されております。このため、改めて民間

譲渡先を募集することとしており、その骨子案につ

いて説明させていただきます。 

 実施要領の骨子といたしましては、建物は温泉施

設等の付随施設などを含めて現状渡しの無償譲渡
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とし、土地については３０年間の無償貸付で、用途

指定についてはできるだけ条件を定めず募集した

いと考えますが、現在関係機関と協議をしながら進

めて、検討しているところでございます。譲渡の主

な条件としては、１０年間は提案された用途を経営

継続すること。撤退等による契約解除時は、更地返

還としています。ただし、温泉権は返還とするもの

でございます。 

 なお、米印でありますとおりホテル以外のプール

やテニスコートなど付随施設につきましては、募集

時の提案者からの提案内容で範囲を決めることが

できるようにしていければと考えているところで

ございます。 

 今後のスケジュールでございますが、募集開始を

７月以降に行い、募集期間を約４カ月、選定委員会

の手続を約１カ月とし、選定委員会で決定した優先

候補者により、約２カ月間かけて施設の現状確認を

していただいた上で、仮契約を締結したいと考えて

いるところでございます。 

 以上が旧いこいの村いむた池の譲渡先募集の実

施要領骨子案についてでございます。 

 あと１件につきましては、申しわけございません。

資料がございませんが、口頭で説明をさせていただ

きたいと思います。 

 ３月議会で、観光船のこの指定管理者制度の条例

改正をお認めいただきました。現在、募集に向けて

調整をしているところでございまして、今後１カ月

ぐらいのうちに指定管理者の募集を行う予定とし

ておりますので、募集開始が始まるということの御

報告を１件させていただきます。 

 以上、２件の所管事務報告でございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いての質疑に入ります。甑島館の関係を除き御質疑

願います。 

○委員（落口久光）いむた池のホテルのほうは、

とりあえず最低限の設備補修は終わった状態でス

タートするんですか。それとも、今まで使っていた

ところがとりあえずは直さねばのところとかを直

して既に渡っているのか。 

○施設課長（園田克朗）現状渡しというスタンス

ですので、改修するとかいう予定ではございません。 

○委員（落口久光）どこがどういうふうになって

いるというのは調べてそのまま、例えば次に募集を

かけて手を挙げられた方がいて、その方々に全部見

てもらった上で判断としてもらうという認識でい

いですかね。 

○施設課長（園田克朗）基本的には今、落口副委

員長が言われたそのような考え方で進めたいと考

えているところでございます。 

○委員（今塩屋裕一）私は、結構いこいの村は魅

力があって、給湯設備というかそういった工事なん

か、ボイラーなんかもたしか工事をした覚えがあっ

て、そのまま無償譲渡になっていいなと、無償譲渡

になってもすぐ手を挙げる方がいらっしゃるんじ

ゃないかなと。実際に見に来ていらっしゃる方もい

るということも、私はお聞きしたんですけれども。

ペットと一緒に泊まれるようにというそういう企

画もあったりしたんですけど、特に結婚式場もあっ

たりしたですし、一番心配なのは無償譲渡されても

維持費だと思うんですけど、こういった維持費に係

る免税というか、固定資産税のそういうのはお考え

でしょうか。 

○施設課長（園田克朗）現在のところでは考えて

いないところでございます。まずは、本土の他施設

と宿泊施設と同様の条件でというようなイメージ

で、今回の骨子案をつくったところでございます。 

○委員（今塩屋裕一）ちなみに、維持費が一番か

かる、民間が手を挙げたいのもあそこの施設だった

らあると思うんですけれども、どれくらいというの

がわかればと思うんですけど、固定資産、１年間に、

どれぐらいかかるというのがわかればと思うんで

すけど。 

○主幹兼施設管理グループ長（稲森 直）平成

２５年度の試算なんですが、まだ時点の固定資産税

の評価としましては、固定資産税額としましては年

間約６００万円。 

○委員（今塩屋裕一）かぶせて申しわけないんで

すけど、多分、私も前質問するときにあの辺何回も

行って、ホテルも見て回ったりとかしたんですけど、

温泉すごくいいなと思っていて、すごくいいと思っ

たから質問をやったという経緯があるんだけど。結

構外壁もきれいにしたりとかしないといけないな

とか、ところどころ老朽化が外観が目立っているん

で、結構お金使われると思うんですよ。ですから、

現状のままで渡されるんだったら、優遇措置かなん

かはある程度検討されていたほうがいいかなとは

思うんですけど、もちろん規模にもよるんですよ。

規模によるんだけど、あとどこいらとかどういうと

ころがとかいうのもあるんですけど、どうですかね。 
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○商工観光部長（古川英利）固定資産税の減免

措置を、いむた清風跡を認めたらどうかということ

だと思うんですが、東郷温泉ゆったり館も優遇措置

を設けておりません。宿泊施設、収益施設の民間譲

渡の場合は、甑島に限ってそういう減免措置をして

おりますので、本土はそういうのは、ほかの民間の

競合施設もあるということで、現段階では固定資産

等の減免の措置は考えていないとことです。 

○委員（落口久光）私、これで最後です。それな

ら、現場確認をしっかりやってもらって、あと腐れ

ないようにお願いします。 

○委員（川畑善照）宿泊業に限定しないという括

弧書きがあるわけですが、やはり温泉設備は必ず何

年かに１回は大変大きな工事がかかってくると思

うんですよ。だから、温泉のついたところはよっぽ

ど経営状態がよくなければ、引き受け手がないのじ

ゃないかなと思うし、宿泊業に限定されないんだっ

たら福祉関係でいろんな介護とかいろいろあると

思うんですが、そういうところを含めて募集はかけ

られるんですよね。そういう状況は。 

○施設課長（園田克朗）委員、今言われたような

状況を想定して、こういうような募集要項の骨子案

としてまとめているところでございます。 

○委員（川畑善照）今言われた、落口委員が言わ

れたとおり、やはり今後老朽化した建物は必ずいろ

んなものが出てきますので、最初の契約が肝心です

ので、十分吟味されて決定をされていかれたらと思

います。 

○委員長（下園政喜）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、施設課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～     

          午後２時２９分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時２９分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△交通貿易課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、交通貿易課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず当局に説明を求めます。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、所管事

務調査について、委員会資料に基づき御説明を申し

上げます。企画経済委員会資料の６ページをお開き

ください。 

 １、川内港長期構想検討委員会の概要でございま

す。 

 （１）背景でございますが、初めに川内港の発展

につきましては、総合計画に「人と物流を支える港

湾機能の充実」に記載してありますとおり、本市の

重要施策でございます。 

 これまで、国県に対し、唐浜埠頭のコンテナヤー

ドの整備や同地区の新バースの整備などといった

重要港湾川内港の機能充実を要望してまいりまし

たが、港湾管理者である鹿児島県が川内港を取りま

く社会・経済情勢の変化に伴い、新たな課題・要請

に対応するため港湾計画の改訂に向け、平成２９年

度から貨物等需要推計調査、環境調査などの各種調

査に着手し、今年度、川内港長期構想検討委員会を

開催することとなりました。 

 （２）目的でございますが、当委員会において長

期的な将来構想案並びに中期的な港湾計画改訂素

案について検討を行う予定です。委員には、港湾政

策専門家や学識経験者、港湾利用者、地元関係者及

び行政関係者の２４名で構成されております。 

 （３）今後の予定ですが、５月１７日に第１回を

開催し、年度内にあと２回予定しているところでご

ざいます。今後、鹿児島県では、委員会での検討結

果を踏まえ、港湾計画改定案を策定することとなり

ます。 

 以上で、交通貿易課関係について、説明を終わり

ます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）港湾計画を立てられると思

うんですけど、港そのものもそうなんだけども、荷

役の場所、そういう場所が久見崎のあそこの用地を

予定したいような、背後地として、市長の意見も聞
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いたことがあるんですけれども。国に申請する中で、

その背後地の整備なんかを久見崎で本当に理解し

てもらえるのかなと私は思うんですよ。どこの港湾

を見てもそんなに遠いところに背後地があるよう

には思えないんですよ。みんな港のすぐちかくに背

後地として、荷物を積んだりおろしたりする場所は

あるんですよね。その辺の考え方はどうなの、その

辺も検討されて申請を出されると思うんだけれど

も。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今回、長期構想検

討委員会というのが立ち上がったわけですけども、

この会では先ほど説明したような協議がなされる

んですが、その際、まずは私たちとしては、今、船

が四、五年のうちに大型化になるということもあり

まして、唐浜埠頭の整備、いわゆるバースの整備、

ヤードの整備、接岸設備、それとコンテナが今の京

泊 地 区 で は 許 容 範 囲 と い い ま す か 、 １ 万

７,５００ＴＵが精いっぱいなんですけども、もう

既に２万を超える状況になっているので、手狭にな

ったということで、唐浜埠頭へのヤード整備という

のをまずは最優先というふうに考えております。 

 ただ、言われるとおりせっかく港湾計画の改定で

すので、唐浜埠頭、京泊埠頭の周りも含めて臨港道

路も今後話が出てくると思うんですけれども、そう

いったものも含めて総体的に今後検討がされてい

くことと思っています。 

○委員長（石野田 浩）市としてもそういう考え

で構想は練っているということですね。 

○交通貿易課長（佐多孝一）練っているといい

ますか、今から、立ち上がったばかりですのでいろ

んな関係者の方々が入っています。言われたような

荷役業者も入っていますし、地元の関係者も入って

います。そういった国の機関も入っています。そう

いった方々からそういった声が上がってくるので

はないかというふうに思っているところです。 

○委員（川畑善照）関係ないかもしれんですけど、

けさの新聞にいちき串木野市議会がフェリーを決

定しましたよね。決定というか、決議しました。そ

れで、市長は協議会の中で川内港へということです

が、今の高速船の甑島のあそこじゃフェリーは水深

が足らなくてつけないと思うんですよ。その長期的

展望があってのああいう発言なのか、そういうとこ

ろは確認されていませんか。フェリーの問題、ここ

じゃないかもしれんけど。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今言われる内容は、

第１回の５月１７日に行われました川内港の長期

構想検討委員会の中で、市長が発言されたことを受

けての内容だと思います。これは、市長のほうが今

既に港湾計画というのが３０年前にでき上がって

いるんですけども、この中にフェリー及び旅客埠頭

用地というのが既に計画の中に入っていました。

３０年前です。そういった中で、今後、また１５年、

３０年先を見据える中で、そこの空間は今後も計画

の中に残していきたいというのが一つあります。 

 ただ、先ほど言ったように市といいますか、我々

としましてはまずは先ほど言ったヤード、バースの

整備は喫緊だと思っていますので、市長としてもま

ずはそっちを優先してとにかく進めたいという思

いがあります。ただ、けさの新聞報道等出ていたん

ですけども、市長としましてはとにかくフェリー移

設というのは、甑島の住民の方々の声が一番の大事

であると。そういった声がない限りは、そういう移

設に関するという話はないというふうに思ってい

るところです。 

○商工観光部長（古川英利）誤解のないように

といいますか、市長がその会議の中で発言した内容

というのが、ただこのフェリーは川内港が望ましい

といったわけではなくて、今課長も説明しましたと

おり、島民の方々がちゃんと川内のほうがいいよと

いうような声が大きくなってくるというのが大前

提ですというのが一つ。 

 それから、航路を移すという作業はいちき串木野

市も含めた航路改善協議会という――これは国が

設置しますけども――そこで十分な審議を経て、了

解がないとできませんので、これはもう川内が移し

たいというから移るようなものではないという大

前提があります。それをつけ加えて、同じ市ですの

で何かあったときには川内が望ましいというよう

なことで発言されたというふうなことで理解いた

だければと思います。 

 報道では望ましいというところだけがなってい

るんですけども、そこら辺はいちき串木野市側にも

私どものほうで説明はさせていただいているとこ

ろです。 

○委員（川畑善照）いずれにしてもうまくいった

ほうがいいものですから、それともし航路改善協議

会でそういう話になる、議題として上がって可能性

があるんだったらやはり場所を変えるか、水深を掘

削しなければ、岸壁を変えなければいけないと思う

んです。それは、ある程度もちろん知っていらっし
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ゃるわけですから、並行して進めるべきじゃないか

なという気はしておるんですが。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）高速船のことで、ある詳しい

方から聞いた話で、美咲さんの船内放送があるんで

すよね。美咲さんって前のボンビーガールの案内の

中で、川内港に入るときにスクリューの試験をする

らしいんです。バック、後進の試験をするらしいん

ですよ。その後進の試験をするということで、美咲

さんが案内するんだけど、実際は船はその後進テス

トをしないで川内港に入っていると。これは法的に

は違反ではないだろうかと。いわば、航路の時間の

設定が厳しすぎていて、結局そういう、５分ぐらい

かかるらしいんですけど、沖のほうでその後進のス

クリューの試験をするというのは、それをする暇も

ないぐらいに過密な航路スケジュール、バス時刻表

みたいなふうになっているじゃないかというふう

に言われているんです。 

 それで、これ事実そうなのかどうかということな

んですよね。これは、なぜ大事なのかというと、港

につくときにそのスクリューがバックするという

ことができなかった場合は、そのままぶつかってし

まうものだから、必ず試験をしてちゃんと確かめて

から港につくというために、法的には定められてい

るものらしいです。そこ辺、おわかりになりますか

ね。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今の御意見なんで

すけども、申しわけありません。今、わかっていま

せんので、確認をさせていただきたいと思います。

済みません。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、交通貿易課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時４２分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時４２分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）それでは、休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

────────────── 

△次世代エネルギー課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、次世代エネルギー課

の審査に入ります。 

 それでは、審査を一時中止しておりました議案第

８０号一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○次世代エネルギー課長（田中道治）それでは、

議案第８０号平成３０年度薩摩川内市一般会計補

正予算のうち、次世代エネルギー課にかかる補正予

算について御説明いたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。薩摩川内

市各会計予算書予算に関する説明書（第１回補正）

の１４ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費の表の右、説明欄にございま

す次世代エネルギー推進費は、国庫補助金交付決定

に伴う財源調整による補正でございます。財源内訳

としましては、企画費の中央、特定財源の国県支出

金１ ,１４２万５,０００円のうち、３１４万

３,０００円でございます。 

 次に、歳入について説明いたします。同じく、予

算に関する説明書の８ページをお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金の表の右、説明欄に

ございますエネルギー構造高度化・転換理解促進事

業費補助金３１４万３,０００円を国庫補助金の内

示に伴い増額するものでございます。なお、歳出で

御説明いたしました次世代エネルギー推進費のう

ち、次世代エネルギーフェア会場設営等に係る経費

の財源とするものでございます。 

 以上で、次世代エネルギー課に係る平成３０年度

一般会計補正予算について、説明を終わらせていた

だきます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。こ

こで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 
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 当局に説明を求めます。 

○次世代エネルギー課長（田中道治）それでは、

所管事務調査について御説明いたします。 

 企画経済委員会資料の７ページをお開きくださ

い。 

 薩摩川内市天辰地区スマートモデル街区プロジ

ェクトの概要について御説明いたします。 

 一つ目にスマートモデル街区及び位置図につい

てです。位置図の左部分をごらんください。２２ブ

ロックの３,３５７.４３平米、右部分が５７ブロッ

クの２万７,６８８．５７平米でございます。 

 スマートモデル街区についてでございますが、ス

マートモデル街区とは地域エリアで賢く電力を使

う街区でございまして、エネルギーを消費するだけ

ではなく、電力を「つくり」「蓄え」「賢く使う」こ

とを前提に、住宅や集会施設、レストラン、共有施

設などで、次世代エネルギーを活用した効率的な発

電や使用をすることを目的に環境負荷を抑える街

区でございます。 

 次に、２番目の優先交渉権者でございます。 

 優先交渉権者は、現在のところ南国殖産グループ

で決定しております。平成２９年１２月１８日に、

市と基本協定を締結したしました。代表者が南国殖

産株式会社、構成員がヤマサハウス株式会社、株式

会社橋口組、この３社でございます。 

 次に、３の想定される基本計画素案でございます。 

 現在、南国殖産グループで基本計画について検討

中でございますけれども、想定される基本計画の案

について御紹介させていただきます。 

 （１）の２２ブロックでございます。２２ブロッ

クでは、各住宅メーカーがネット・ゼロ・エネルギー

ハウス――ＺＥＨといわれますけれども――エネ

ルギーゼロハウスの住宅展示場として展示販売を

されることが予想されております。また、住宅展示

場では公園や進入路、各種設備が備わった町並みや

利便性を体験できる空間を提供されるのではない

かと予想されております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 （２）の５７ブロックでございます。５７ブロッ

クでは、アの戸建て住宅エリア、イの集合住宅エリ

ア、ウのレストラン及び集会施設、エの共有施設、

オのＩＣＴ（情報通信技術）の活用が想定されてお

ります。 

 具体的には、戸建て住宅エリアでは、全戸が太陽

光発電、燃料電池、蓄電池などの省エネ機器、ＨＥ

ＭＳ、スマートメーターなどでゼロ・エネルギーハ

ウスを建設され、あわせて景観を統一されるような

ことが予想されております。 

 イの集合住宅エリアでは、屋根の部分にソーラー

パネルを使用し、エネルギーを自家消費する集合住

宅が予想されます。 

 ウのレストラン及び集会施設では、地元の食材等

を活用したレストランやコミュニティスペースの

提供が予想されます。 

 エの共有施設等では、公園や共有駐車場にソー

ラーパネル、スマコミライトの設置、またソーラー

パネルから発電される電気を活用した電気自転車

や電気自動車のカーシェアリング施設が予想され

ます。 

 オのＩＣＴ（情報通信技術施設）の活用では、レ

ストランや駐車場、あるいはカーシェアリングの施

設などの利用状況や発電状況、あるいは高齢者や独

居老人の見守りサービス、防犯カメラを活用したセ

キュリティサービス、電子回覧などのシステム構築

が想定されております。 

 次に、４の地域連携でございます。 

 地域連携では、隣接する鹿児島純心女子大学や小

売店などの商業者と連携しまして、幼児教育や食育

の実践の場として、コミュニティスペースを活用し

た地域活性化が想定されます。 

 次に、５のスケジュールの変更でございます。 

 現在、優先交渉権者である南国殖産グループにお

きまして、質の高い生活環境を構築するため課題整

理を行っていただいておりますけれども、当初計画

よりもおくれるとのことで、平成３０年５月７日に

開催されました第４回天辰地区スマートモデル街

区整備計画審査委員会で６カ月の工期延長が認め

られたものです。 

 具体的に、変更前では平成３０年４月に整備計画

案が作成されまして、同年９月議会で用地の売却議

案、その内容を上程・可決後、同年１０月にスマー

トモデル街区整備が開始される予定でございまし

たけれども、変更後では平成３０年７月に基本計画

案作成、平成３１年１月に整備計画決定、土地売買

仮契約、同年３月議会で売却議案上程・可決後、同

年４月にスマートモデル街区整備開始予定となっ

たところでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 
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○委員（今塩屋裕一）私、このＩＣＴを使った住

宅ということで、非常に興味があって、もう鹿児島

のほうなんかも大和ハウスがモデルとしてつくっ

たり、福岡のほうもうＩＣＴを使って、例えばキッ

チンなんかにももうぱっとタブレットじゃないで

すけど、メニューが出て、レシピなんかも出てくる

という、そういうレベルの高いＩＣＴということで、

見守りもついていますし、こういったのでＩＣＴだ

けじゃなくていろんなこういう集合住宅というこ

となんですけど。どこからどこまで力を入れてやる

のかなというのがあるんですけど、今業者もある中

でどういった声があるのかなというのを聞かせて

もらえればなと思って。なぜかといいますと、鹿児

島も一番街とのところにあれはマンションなんで

すけど、相当集中して応募が多いということで、薩

摩川内市は薩摩川内市でエネルギーの町なので、私

は思う存分調査もいろいろ入れ込んでもらって、い

ろいろ企画を出してもらえば注目度もまた違うん

じゃないかなと思っていますので、そういったのが

あれば聞かせてもらえればと思うんですけど。 

○次世代エネルギー課長（田中道治）先ほどＩ

ＣＴの関係で御質問がございましたけれども、確か

に見守りサービスとかやっております。実証実験に

おきまして、高齢者の約６０戸の世帯について温度

センサーとか、カメラを活用した見守りサービスを

やっておりますので、先んじてこの天辰のスマート

モデル街区を薩摩川内市のスマートモデルのトッ

プ地区として、ここに先行投資という形で考えてお

ります。 

 業者のほうも、公共事業ではないので、土地を購

入された後に、基本構想あるいは基本計画の中で整

備を進めていらっしゃいますけれども、特にこの電

力網を使ったあるいは通信回線を使った見守りと

か、あるいは利便性の構築については興味を持たれ

ていらっしゃいますので、またそれがないと本当の

目的であるスマートモデル街区の整備はできない

と思っていますので、我々も情報交換を進めながら、

協力できるところは協力していきたいと考えてお

ります。 

○委員（今塩屋裕一）先ほども言ったように、鹿

児島にストロー現象に持っていかれんように、力を

入れてもらえればと思っております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）二つあります。一つは、ソー

ラーシェアリングという考え方があって、これは今

あちこちメガソーラーが問題になっていますけれ

ども、ソーラーシェアリングというのは、例えば農

作物に７０％の光を当てながら３０％を発電する

と、農地の上に太陽光パネルをつけるので、農地利

用というか、そういうのができるということで、今

注目をされているんです。これは、今環境破壊とい

う問題を言われている中で、ソーラーシェアリング

というのは環境破壊を軽減するという意味では非

常に理想的な形のものが開発されてきているよう

ですが、その辺についての情報は次世代エネルギー

課ではあるのかどうか、どうお考えなのかというこ

とをお聞かせ願えればと。 

 もう一つは、阿久根と出水と薩摩川内の境界付近

に大規模な風力発電の計画があって、特に住民の方

から不安の声というのが聞こえてこないわけです

が、実際は対象地域にどれだけの住民の方がいらっ

しゃって、その方々についてのモニターというか、

アンケートというか、そういうものなどはとられて

いるのかなと。これは次世代エネルギー課ではない

かもしれませんけれども、関連があるのかなと思っ

て御質問いたしました。 

○次世代エネルギー課長（田中道治）一つ目の

農業用地への太陽光パネルあるいはコミュニティ

ビジネスとか、農業をそういう次世代エネルギーを

使った、エネルギーを活用した農産物の生産とかの

御意見だと思いますけれども、いろいろ太陽光パネ

ルを設置したいんだけど、適当な場所がないかとか、

いろんな御相談がございます。しかしながら、農振

地につきましては、農地転用の許可とかございます

ので、そこら辺につきましては法的に問題がないか、

検討しながら関係課と協議を行いながら農地転用

できる部分については許可を得て、生産者あるいは

設置者の御意向がそういうような形で、情報提供を

しているところでございます。 

 それから、風力発電につきましては、新聞情報等

でも御存じのとおり、現在３社、競合しているとこ

ろでございます。特に、地元の方からの苦情とか、

あるいは申し出とか、特にこちらのほうからアン

ケートか、そういうのはとっておりませんけれども、

事業者である３社は逐次このような地元説明を行

いましたとか、あるいは環境影響調査を行いました

とか、そういう形で報告がございますので、環境課



- 42 - 

 

と連携をとりながら問題がないように進めている

ところでございます。 

○議員（井上勝博）ソーラーシェアリングってい

うのは農地の上に、畑とか田んぼとかの上に屋根の

ように一定の高さの太陽光パネルを設置して、それ

は農作物をつくるという条件で農地転用というよ

りも許可がおりるらしいんで、それについては詳し

い資料などはまたお持ちしておきますので見てい

ただきたいと思います。 

 それから、環境課のほうにいけば環境アセスメン

トとか、住民へのモニターの結果とか、そういうの

は見れるということですか。 

○次世代エネルギー課長（田中道治）環境アセ

スとか、あるいは景観の関係で環境課のほうに情報

提供をしていただければと思います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、次世代エネルギー課を終わります。 

 ここで休憩します。再開はおおむね１５時１５分

とします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時５８分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時１５分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、観光・シティセール

ス課の審査に入ります。 

 それでは、審査を一時中止しておりました議案第

８０号一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）議

案第８０号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正

予算のうち、観光・シティセールス課分の歳出予算

について御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の２３ページをお開きくだ

さい。あわせて、第１回補正予算の概要の５ページ

及び１３ページから１４ページをごらんください。 

 ７款１項３目観光費におけます補正予算につき

ましては、国県補助事業の採択による財源調整とな

ります。説明欄をごらんください。 

 シティセールスプロモーション事業費はゼロ円

でありますが、補正予算の概要の１３ページ（２）

の７、事業名、観光情報発信事業、続いて（２）の

８、事業名、エージェントメディア招聘事業、続き

まして（２）９、事業名、甑島プロモーション事業

を当初予算で計上し、一般財源を充当していたもの

を特定有人国境離島振興対策事業交付金の採択を

得ましたので、これを充当し、財源の調整を行うも

のでございます。 

 次に、旅行誘客事業費はゼロ円でありますが、補

正予算の概要の１４ページ、（２）の１０、事業名、

こしき島アクアスロン大会補助事業、（２）の１１、

事業名、甑海峡横断レース補助事業、（２）の１２、

事業名、明治維新１５０周年プロモーション事業を

当初予算で計上し、一般財源を充当していたものを

鹿児島県の地域振興推進事業の採択を得ましたの

で、これを充当し、財源の調整を行うものでありま

す。 

 次に、観光物産施設事業費はゼロ円でありますが、

補正予算の概要、５ページでございます。（１）の

５、事業名、甑島地域ビジネス創造事業で、当初一

般財源を充当していたものを、鹿児島県の特定離島

ふるさとおこし推進事業の採択を得ましたので、こ

れを充当し、財源の調整を行うものであります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入につきまして御説明いたします

ので、予算に関する説明書の９ページをお開きくだ

さい。 

 観光・シティセールス課分は、まず１６款２項

１目総務費補助金１１節特定有人国境離島振興対

策 事 業 交 付 金 の 今 回 補 正 額 １ , ３ ３ ４ 万

５,０００円のうち、６８４万５,０００円でありま

す。これにつきましては、先ほど歳出で説明いたし

ました観光情報発信事業、エージェントメディア招

聘事業、甑島プロモーション事業で、特定有人国境

離振興対策事業交付金の採択を得たことから、その

財源の県支出金６８４万５,０００円について、今

回補正を行うものであります。 

 次に、１６款２項５目商工費補助金２節観光費補

助金１,４２５万円でございます。これにつきまし

ては、歳出で御説明いたしましたこしき島アクアス

ロン大会補助金及び甑海峡横断レース補助金並び

に明治維新１５０周年プロモーション事業で、鹿児

島県の地域振興推進事業の採択を得たこと、また甑

島地域ビジネス創造事業で鹿児島県の特定離島ふ
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るさとおこし推進事業の採択を得たことから、その

財源の県支出金１,４２５万円について、今回補正

を行うものであります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第８０号平成３０年度薩摩川内市一

般会計補正予算のうち、当委員会付託分について質

疑が全て終了しましたので、これより討論、採決を

行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）次に、所管事務調査を行い

ます。 

 先ほど、施設課におきまして説明いたしましたが、

甑島館の関係につきましては永田副市長に出席を

いただき調査することとしていますので、まずは甑

島館の関係を除いて所管事務調査を行います。 

 当局の説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）そ

れでは、観光・シティセールス課に関する所管事務

調査について説明いたします。 

 資料は、商工観光部企画経済委員会資料の９ペー

ジから１２ページでございます。 

 まず、はじめに観光シティセールスの取り組みに

ついて、９ページをお開きください。 

 観光シティセールスの取り組み、１、観光誘客で

ございますが、（１）明治維新１５０周年記念事業

及びＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」関連事業につき

まして、ア、明治維新１５０周年薩摩川内ＰＲイベ

ントｉｎ上野公園を５月１９日に行いました。入場

者は１,２００人ほどで、大河ドラマに出演中の俳

優塚地武雅さんら来られまして、本市のキャラク

ター「つん」による撮影会、プロモーション動画撮

影等を行ったところでございます。また、本市のＰ

Ｒを行わせていただきました。イの観光物産キャラ

クター「つん」による観光誘客のＰＲ活動につきま

しては、そこに記載のとおりでございますが、関西

鹿児島ファンデーや福岡三越第２１回渋谷・鹿児島

おはら祭等に参加をしているところでございます。 

 （２）きゃんぱくぶらりバス旅運行事業につきま

して、第１回鹿児島中央駅発着として日本の原風景

を求めてとして６月１０日開催をしておりますが、

２５名の定員に対し２５名満席でございました。第

２回は涼を求めてということで７月１９日に行わ

れる予定でございます。 

 次に、２、物産販売ですが、（１）販路拡大事業

につきましては、ア、第１４回関西鹿児島ファン

デー、それから４月２９日福岡三越で薩摩川内フェ

ア、それからあしたからですけれども、せごどんぶ

い誕生１周年記念キャンペーン等を行う予定でご

ざいます。 

 １０ページに参りまして、エの九州大感謝祭とい

たしましてイオン九州で７月５日から８日まで鹿

児島エリア全６店舗でせごどんぶいを販売をいた

します。オの薩摩川内フェアとしましては、７月

７日から８日までイオン鹿児島鴨池店１階でＰＲ

を行います。また、８月３１日から９月２日には会

津若松市、薩摩川内市、萩市の観光物産展を東京の

方で行う予定です。 

 ３、シティセールスマネジメントにつきまして、

（１）薩摩國シティセールス大学は、昨年の１２月

１日に開講いたしましたが、３０年度も４学部

１５学科を開校いたします。今回は貿易実践学科と、

事業承継学科が開校になります。全学科で計９３回

の実施予定でございます。（２）川内川水系川まち

づくり推進協議会、川まちづくり観光振興部会は国

県各市町が連携して川内川ブランドを確立してい

くということで、平成２９年６月１２日に設立して

おります。平成２９年度は流域自治体の現状調査、

ワークショップ、観光振興策の検討等を行いました

が、平成３０年度は観光客動態の調査・分析、モニ

ターツアーの実施、観光リーフレットの作成を行う

予定でございます。 

 ４、シティセールスプロモーションにつきまして

は、（１）薩摩國ブランドＥコマースプロジェクト

事業につきましては、記載のとおりのスケジュール
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で実施をする予定でございます。 

 １１ページ、２番にまいりまして、ウの平成

２９年度の実績につきましては、このＥコマースプ

ロジェクト９社で８９８万４,０４２円の売り上げ

でございました。 

 ５のふるさと納税につきましては、（１）寄附金

額の実際といたしまして、平成２９年度は１万４件

の寄附件数で１億７,８１１万６,７９４円の寄附

金額でございました。（２）寄附者の希望使途との

内訳につきましては、そこに記載のとおり雇用政策、

移住定住政策、そのほか使途の内訳を記載をしてい

るところでございます。 

 続きまして、１２ページをお開きください。 

 ３月議会で御意見のありました観光シティセー

ルス課が薩摩川内市観光物産協会に委託しており

ます事業について説明いたします。比較がわかるよ

うに平成２９年度と平成３０年度の当初予算額を

掲載しました。 

 平成２９年度当初予算で同協会に１５事業、３億

８,８９２万２,０００円を予算計上しておりまし

たが、平成３０年度につきましては１４事業、３億

７,４４３万７,０００円を予算計上しており、対前

年比較で１,４４８万５,０００円の減額となって

おります。 

 なお、１５番のふるさと納税ＰＲ促進業務につき

ましては、平成３０年度予算で２億１,１９８万

６,０００円と額が大きいですけれども、この中に

は返礼品代、返礼品送料も含まれておりまして、協

会への実質の業務委託額としましては３,３８２万

円相当額となっております。 

 この中で対前年比で１００万円を超える増額の

事業について説明いたします。 

 ２番の観光親善大使運営業務は、本市を広くＰＲ

するための２名の親善大使に関する経費で、ことし

は２年に１回の選考の年であることから、それに伴

う経費の増で１０２万８,０００円の増であります。 

 ９番の観光案内所運営業務につきましては、各観

光案内所に関する経費でありますが、観光案内の情

報発信のためのチラシ等作成にかかる経費等の

１０８万２,０００円の増であります。 

 １２番の特定有人国境離島地域社会維持推進事

業は、有人国境離島法の施行により創設された交付

金を活用するものですが、今年度は新たに甑島に関

する旅行商品サイトの立上げ、旅行商品の企画、宿

泊観光客の軽減を図るための経費の２,６００万円

の増でございます。 

 １４番の観光振興事業につきましては、本市の観

光振興を行うため各実行委員会との調整、日本版Ｄ

ＭＯの実現のための事業等でありますが、ＤＭＯと

しての機能強化のためのアドバイザー派遣や地域

連携強化のための経費として５６９万１,０００円

の増であります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務調査

について質疑に入ります。甑島館を除き、御質疑願

います。 

○委員（落口久光）資料の１２ページの物産協会

の委託事業の中の７番目の販路拡大推進業務って

あるんですけど、これどういうふうにして販路拡大

されているんですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）販

路拡大業務につきましては、大きく分けまして販路

拡大と商品企画開発推進と御当地グルメの販路拡

大の推進事業等がございます。 

 これにつきまして、例えば市独自催事の実施を行

ったり、先ほど言いました関西鹿児島ファンデーへ

の出店であったり、それから商談会の開催、大綱物

産フェアの開催、首都圏における小規模ショップの

展開、海外販路に向けた調査等を行っているという

ことで、こういう事業で今販路拡大を行っていると

ころでございます。 

○委員（落口久光）昨年度までの実績を見て、本

年度に新たに取り組んでいる項目って何かあるん

ですか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）特

に昨年度と大きく異なるというようなものはない

ところですけれども、更に拡大のための追加とか、

そういうものはやっておりますけれども、大筋で業

務的には大体は変わらない状況、一部例えば定期観

光バス運行業務を川内駅方面だけだったものを鹿

児島中央駅発着にしたりとか、そういったような事

業の改善等は行っているところでございます。 

○委員（川畑善照）該当せんかもしれんですけど、

まちづくりの中でコンパクトシティをうたわれて、

もう長年になるんですけど、コンパクトシティをい

ろいろうたう中にはやはり各部署、課それぞれ横断

的な取り組みというのがどういうふうになされて

いるのかということですよね。 

 例えば、先ほど駐車場の問題で議案があったんで

すけれども、ああいうことも含めてパーキングメー
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ターのことやら、あるいは空き店舗対策を一生懸命

やっていらっしゃるんですけれども、ただ住宅がな

い。１回、広場欄で見たんですけれども、高齢者住

宅を市街地にとか、あるいは借り上げた住宅もどう

しても少ないんですよ。そういう意味で、建築住宅

課を含めて交通関係、あるいはまだまだたくさん幅

が広いんですよ。福祉関係とか。そういう横断的な

話し合いというか、コンパクトシティをつくるとい

ってもばらばらじゃ意味がないと思うんです。縦割

り行政というか、セクト式では。そういうところ、

どういうふうに本当にコンパクトシティをつくる

考えがあるのかということです。そういうのなんか

は、どうお考えでしょうか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）まず、組

織の横断的な部分については、庁内の会議等もござ

いますし、当然その予算組の中においては、当然予

算編成や方針がありまして、そういう具体の事業に

ついては取り組んでいるということになってきま

すので、そういう部分で庁内の横断的な部分につい

ては、協議をしながらということになっております。 

○委員（川畑善照）そういう答弁しかできないん

だろうと思うんですけれども、現実的にはやはり空

き店舗対策で結局３年間の補助をしてやっていら

っしゃるのは大変いいことだと思うんですが、やは

り住宅とか、あるいは駐車場とかそういうのなんか

もどのように将来考えていくかということを、やは

り行政としてのビジョンがほしいなと思うんです

が、そういうことを今後この横断的なまちづくり、

コンパクトシティづくりそういうことを議論され

ている、内容が本当は知りたいんですけど、なされ

ているのかなと思って今質問したとこでした。 

○商工観光部長（古川英利）空き店舗対策とか

出たので私のほうで答弁させていただきますが、今

建設部のほうで立地適正化計画というのをつくら

れています。議員おっしゃるコンパクトシティの概

念が入った計画になっています。それと、小さな拠

点ということ、これは企画でもやられていまして、

それぞれ関係部署の職員が入って一緒のビジョン

をつくっていって、最終的には議員おっしゃるよう

な交通網も含めて構想がまとまっていくと思いま

すので、今後人口減少で特に郊外の地域が人口減少

激しい中で、どういった町のあり方がいいのかとい

うのは庁内では議論が今進んでいるところです。お

示しするにはもうちょっと時間かかるかもしれな

いんですけども、そういう議論は今庁内で横断的に

やらせていただいているところです。 

○委員（今塩屋裕一）川内川花火大会の件なんで

すけど。ここ商工会議所が主体となると思うんです

けど、安全対策等でいろいろ市の方も出席されて、

いろいろ警備関係とか、商工会議所の議員の方も出

席される中で、今回、大小路側の質的強化で整備さ

れてあっちから花火を見る方が多いということで、

路線の問題、食品館の大和があるんですけど。あの

辺の通行どめだったり、道路関係、そういう薩摩川

内市以外から来られて相当渋滞するところがあっ

たりして、そういったので大小路側の方がそういっ

た安全対策等でまた道路の見直し、片側通行にして

もらいたいとか、そういう声が上がっているんです

けど、それでもまた協議につけ加えてもらえればな

と思うんですけど。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）御

存じのとおり川内商工会議所が、川内川花火大会の

事務局をやっておりますので、そこでも安全対策会

議を行いながらやられていらっしゃると思います。

警察との協議等も踏まえて、できることできないこ

と等を整理をしながらされていらっしゃいますの

で、今の話等はまた事務局のほうにもつないでいき

たいというふうに思います。 

○委員（今塩屋裕一）花火大会も明石の事故があ

ってから開戸橋が通行どめになったり、そういうの

で大小路側の方から声が上がってきたもので、そう

いったことをお願いしたいということでだったも

ので、後もってまたそういった路線を報告したいと

思いますので、お願いします。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時３５分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時４０分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 それでは、甑島館の関係について、当局に説明を

求めます。 
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○副市長（永田一廣）この後、担当部課長のほう

から甑島館の状況説明をさせていただきますけれ

ども、少しお時間いただきまして、私のほうからお

願いもあわせまして挨拶をさせていただきます。 

 リゾートホテル甑島館の現状につきましては、さ

きの本会議の一般質問、その他を通じまして議員、

委員の皆さん方には事実関係を説明しております

けれども、本日は補助金の手続につきまして現状こ

の後、報告をさせていただきます。なお、説明した

後、委員の皆様方から幾つかの御質問あろうかと思

いますが、甑島の観光あるいは振興にマイナスにな

ることは避けたいという思いはございます。このた

め、答弁につきまして事実関係のお答えになったり、

一部、特に今後のことにつきましてお答えできない

部分もあろうかと思いますけれども、何とぞ事情を

御賢察の上、この点御了承くださいますようにお願

いいたします。 

 本件につきましては、さきの５月の協議会の中で

も同様な趣旨で私の方からお願いしたところでご

ざいます。この後、担当課長のほうから、先ほど言

いました補助金手続につきましての現状、説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）それでは、

私のほうから甑島館の運営会社であります株式会

社アイ・ビー・キャピタルに対する甑島地域宿泊施

設整備費補助金の状況につきまして、御説明申し上

げます。 

 当該補助金につきましては、昨年の９月議会にお

きまして予算を御承認いただきました。平成２９年

１２月２５日付で補助金申請がなされ、平成３０年

１月２５日に概算払いで全額１億円を交付してお

ります。市といたしましては、これまで補助金の手

続を適正に進めるように再々催促をしておりまし

たけれども、実績報告書等の書類の提出がなされて

いない状況であり、補助金の手続が未完了の状態と

なっておりました。このため、先月、５月１０日に

補助金の手続を進めるよう通知いたしまして、書類

を提出されない場合は１億円の全額返還を求める

ことになることもあわせて通知しておりました。株

式会社アイ・ビー・キャピタルからは本年３月

２９日に改修工事明細書なるものが提出されまし

たが、市といたしましては補助金等交付規則に基づ

く内容を満たす書類ではなかったことなどから、先

月５月２８日に補助金の交付決定の取り消しと、

１億円全額の返還を通知をいたしました。本日がそ

の返還の納付期限でありましたが、本日午前中現在、

納付の確認はできておりません。また、納付をした

との連絡も受けていないところでございます。今後

も引き続き条例規則等に基づいて手続を進めてま

いる考えでございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま説明がありました

が、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（落口久光）しようもない質問で申しわけ

ないんですけど、これきょうまでには来なくて、処

理ができなかったときに決算上はどうするんです

か、ずっと保留ですか。それともなんか借り入れと

かそれで措置するんですか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）平成２９年

度の支出は１億円という補助金の支出がございま

す。決算で１億円の支出が出てまいります。ただし、

本来であればそれを精算事務をする必要がござい

ますが、その精算はできていないということであり

ます。ただ、決算書には支出の１億円が出てくると

いうことでございます。 

○委員（落口久光）エビデンスの１億円の、エビ

デンスはないんですよね。そこは、概算払いという

ことなんで、それともなんかあるんですか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）概算払い

でまだまだ１億円と支出でございますので、本来で

あればそれの精算をする必要があったわけであり

ますが、あるいは実績に基づいてする必要があった

んですけれども、それができていないという状態で

あります。 

○委員（落口久光）できてないじゃなくて、エビ

デンスとしてあるのかないのかという質問です。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）支出の事

実としては当然、市が支払ったという部分はずっと

残っていきますので、ただしそれについてその精算

に基づいてどうなるかという部分が、先ほどから繰

り返しておりますけどできていない状態なので、仮

にそういう部分の返還命令を出しておりましたが、

期日がきておりますけれども、返還がなされば当該

受け入れをする当該年度において、雑入で受け入れ

るという考えでおります。 

○委員（落口久光）いわゆる領収書とか、請求書

とかそういうのに基づいて１億円きっちり出した

のかというのが、そろっているんですかって話です。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）申しわけ

ございません。補助金につきましては補助金申請書
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に基づいて支出をしたわけでありますが、最終的に

は先ほど説明触れましたけれども、提出されたもの

が補助金等の規則に基づく内容を満たしていなか

った関係で、精算ができていないということになり

ます。確認はできていないということでございます。 

○総務部長（田代健一）財務会計処理にかかわる

ことでございますので、形式的な部分の取り扱いに

ついて私のほうで答弁させていただきます。 

 概算払いに係る経費につきましては、概算払いと

いう文言のとおり、額が確定していない状態で支払

いをいたしますので、概算払いということになりま

す。額が確定して７日以内に概算払いの精算書と証

拠書類を会計管理者に送付することに財務規則上

はなっております。また、概算払いをした経費につ

きましては、その支出負担行為をした日の属する年

度に所属するというふうに地方自治法の施行令で

なっておりますので、同一年度内で必ず精算はしな

いといけないということに手続上はなっておりま

して、概算払いのまま年度は越せないことになって

おります。 

 しかしながら、主管課のほうから今説明がござい

ましたとおり３月の３０日に任意の書式で送付さ

れた書類から一定の事業執行がなされている形成

は見られるものの精算可能な書面の提出がなく、年

度末を迎えたところでございます。極めて異例な取

り扱いにはなりますが、平成２９年度の決算として

は未精算という形での決算となります。主管課のほ

うから同じくございましたとおり、補助金交付決定

の取り消しが行われましたので、この返納金につき

ましては、平成３０年度の会計年度に属しまして、

平成３０年度の雑入の取り扱いとなります。 

○委員（落口久光）結果論で申しわけないんです

けど、ということは、これは、そもそも不備な手続

をしたというとこになるんじゃないですか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）補助金に

つきましては、補助金申請に基づきまして書類の精

査を当然行いまして、交付してございますので、市

といたしましては、正式な手続に基づいて交付した

ということでやっております。 

 ただ、概算払いの一括払いについては、これまで

も御意見もいただいておるところではございます

が、これにつきましても、規則に基づいて判断をし、

適正に執行したというふうに考えております。 

○委員（落口久光）しつこくて申しわけないです

けど、規則が、ルールがいろいろあって、よくある

拡大解釈とかそういう範囲内でオーケーにしてと

いうことじゃないですね。こちらとしては、びっち

りのルールのど真ん中に入っての手続になってい

たという認識でよろしいですか、こちらとしては。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）議論も当

然行いながら判断をしたものでありますので、ただ、

その判断において、きっちりと例えば申請に基づい

て、金額の範囲で概算払いの一括払いするかという、

そういうルールは確かに規定はございませんでし

たが、申請者の意思もあり、工事完了も年度内に確

実に行うということの判断をいたしまして、一括払

いで支払いをしたということでございます。 

○委員（落口久光）工事は４月末までというので

来ていましたよね。違いましたっけ。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）工事は３月

完了の申請で着手届を含めまして、３月末というこ

とで申請されております。 

○委員（落口久光）私ばかりで済みません。３月

末までだけど、工事が３月末までということは、書

類は３月末に間に合わないということですよね。言

葉尻だけでいったらですよ。なおかつ、今回の甑島

館の工事に関しては、私も事実関係を向こうでずっ

と見ているわけじゃないけれども、一部うわさの範

囲ではあるけれども、昨年の後半のうちにはあんま

り工事が進んでいないというような話もあって、こ

ちらのほうでいろいろと話を始めたら工事が始ま

ったようだっていう話が来ているぐらいだったの

で、考え的には工事のスタートもおくれていると私

は見ているんですよ。 

 そういうことであれば、先ほどから言われたルー

ルの上で、年度内でという判断になるのというのが

一つと、概算払いなので、概算払いの満額というの

って、本当にルールであるんかいなというのがあっ

て、本当にそうきちっとなっています。普通やった

ら、前も話がありましたけど、前回も、半額とか３分

の１とか、ある程度区切って出して様子見るのが筋

でしょうという議論もあったんだけど、そのときに

は、いやルールどおりやっていますという回答だっ

たんで、我々も一旦は引き下がりましたけど、普通

に考えたらあり得ないですよね。 

 せめて半額か３分の２でとどめて、残りはじゃあ、

全部領収書全部出して、精査してそこで支払いを差

額を完了しましょうというようにするのが、普通や

ることなんで、そこまでのルールですかって言いた

いんですけど、本当そうなんですかね。 
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○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）２点あっ

たと思いますが、工事のおくれの部分については、

確かに着工の部分は申請を出された時点からする

と、我々としてもおくれぎみであるというのは思っ

ておりました。 

 それと、大型事業であることは間違いないことで

したので、確かに工事の着手の部分については、見

込みよりは多少おくれたというのは認識しており

ます、着工がですね。 

 それで、概算払いの関係につきましては、当然

我々といたしましては、ルールにのっとって、先ほ

ど繰り返しになりますけど、それに基づいて決定を

行ったというところでございます。 

 判断につきましては、そういうルール規則にのっ

とっての判断をしてやっております。 

○委員（川畑善照）契約書じゃ１億円を限度で、

その後はもう早う補助金をしないということを約

束して出されたわけですが、その１億円を概算払い

でして、その領収書はもちろんもらっているんです

よね。概算払いでということ自体がおかしいなと思

って。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）申請時点

でまず申請がなされまして、実績報告書の中で挙証

書類、そういう部分の支払い関係の書類を提出して

いただくことになりますので、本来であればかかっ

た事業費分の挙証書類が全て出てくるということ

になります。 

 ただし、先ほど言いましたように、条例・規則に

基づくそれを満たす書類でなかったので、その確認

ができていないということでございます。 

○委員長（下園政喜）１億円の領収書あるんでし

ょう。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）１億円の、

実績報告によっては当然補助制度は３分の２補助

制度でございますので、それを上回る当然事業費と

いうのが当然想定されるわけでございまして、かか

った事業費の全ての事業の補助にかかわる分の挙

証書類、今言われた多分領収書とかそういう部分も

含めまして、それが出てくるということになります。 

○委員長（下園政喜）違うんじゃない、今言いや

っとは。今言われているのは、さっきから１億円の

領収書を市はもらっているのかということですよ。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）市からの

ということ、済みません、市からのほうにつきまし

ては振り込みになりますので、振り込みが相手の口

座の振り込み口座に振り込んだという事実確認で

あります。で、そういう領収書というのはございま

せん。 

○委員（下園政喜）それは問題ないんですか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）この補助

金に限らず、ほかの市の交付金の部分についても、

そういう振り込んだやつに対して領収書を相手の

ほうからとるかというと、これについてはもうやっ

てございませんので、この１億円についても問題な

いというふうに思っております。 

○委員（落口久光）済みません。しつこくて申し

わけないんですけど、ほかにであったら、今から先

もほかの案件でも概算払いで１億円ぽんと出せる

とかすることあるということなんですね、極端な話。

ルールの範囲だから、やられるということでいいで

すね。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）今回、事

実といたしまして、先ほど説明しましたとおり、精

算事務が完了していないという事実が発生してお

りますので、今後につきましては、全庁的なことで

もございますが、ケース・バイ・ケースに対応して

いく必要があるというふうには思っております。 

 ただ、状況といたしましては、そういう事実が発

生しましたので、非常に重要な案件に――支出の方

法についてはなってまいりますので、今後、関係機

関を含めまして具体に検討する必要があるという

ふうには思っております。 

○総務部長（田代健一）今後についても、同様の

補助金があった場合に全額概算払いするのかとい

うお尋ねということでは…… 

［「要求があれば」と呼ぶ者あり］ 

○商工観光部長（古川英利）要求があればとい

うこと…… 

補助金につきましては、原則としては、やはり相

手方の行為の完了の後に支出をする実績払いとい

うのが原則でございます。 

 先ほどから申し上げておりますのは、自治法ほか

のルールといたしまして、資金前渡、概算払い、前

金払い、いずれの方法も可能である中で、概算払い

という方法をとった場合にその概算払いについて

は、額の限度額というのの定めがないので、その概

算払いの必要性について、都度、判断した上で全額

払うことも可能であるというルールのほうを御説

明しているところでございます。 

 ですので、今後についても、相手から要求があれ
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ば全額概算払いで支払うかにつきましては、その概

算払いを必要とする内容等によって都度判断して

いくことになると考えております。 

○委員（落口久光）今済んだことというか、まだ

済んでいないんだけど、この支払いのというところ

の部分でいったら済んだことなんですね。私は、今

答弁もすごく気になって、今後もケース・バイ・ケー

スだとかっていうふうに言っているからおかしく

なるんじゃないかなと私は思うんですよ。 

 払えないじゃないです。それは確かに必要な処分

あるでしょう。どうしてもここに一時金が要るんで

すと。こうしないとこの事業はうまくいかないんで

すと、それはわかるんで、だからさっきも言ってい

るように、半分なのか３分の１なのか３分の２なの

かとか、何かそこでちゃんとある程度区切るか、何

かそういうのをしながらでも、払いはするけど、上

限なしでとか、そこもそのときにみんなで協議して

とか、市に対してのインパクトが強い弱いとか、そ

ういうののいろんな人によってぶれるような判断

基準の判断をされるような業務を余りしてほしく

ないなというのがすごくあって、結論、今度はルー

ル変えたほうがいいんじゃないですかっていう話

なんですよ。 

 曖昧なルールなら、それでも要求額で変わります

ね、今回だったら上限がないということは１億円で

も、１０億円でもとなると幅が変わってくるんで、

そこもある程度変えていかないといけないのかな

という気がするんですけど、もうちょっと何かある

程度少しでも定量性があるようなルールに変える

べきじゃないかと思うんですよ。 

 多分これまた同じ間違いを起こしたりとか、下手

すれば２年、３年ずっとしたまま決算が終わらない

というふうになってしまうかもしれないですよ。普

通は、こんなのあり得ないですよ、こんなの、普通

は。 

○委員（川畑善照）これは結局、補助金だという

てまだまだ先に出てくれば、１億円を、結局３分の

２が１億円限度で、上限だとすれば、それを超えて

も請求してくるという可能性は十分ありますので

ね、だから、もうはっきりとここでするべきことを

やっとかにゃいかんわけですよ。でないと、何も市

民の税金ですよ。これを大事に使ってもらいたい。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）ルールを

含めてという部分の御意見でございましたので、十

分そういう部分を参考にしながら、今後、担当課と

しては検討をしていきたいというふうに思います。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（井上勝博）幾つかの今回の問題で、アイ・

ビー社と市のおっしゃっていることの食い違いが

あって、そのことによって非常に事態がいろいろ混

乱しているという面があるわけですが、最大の問題

は、契約は、市は瑕疵担保責任を負わない、隠れた

瑕疵については責任を負わないという契約を結ん

でいるんですね。 

 ところが、譲渡した後に修理をしているというこ

とが、どうしてそういうことになっちゃったのかと

いう問題なんですよね。それはアイ・ビー社から言

わせると、譲渡時に雨漏りや配管の水漏れは直すと

いう約束だったんだと、そして市のほうは確かにそ

のとおりであって、そのことについては譲渡時に修

繕をいたしましたというふうにおっしゃっている

んですね。 

 しかし、例えばどこまでが市が約束したものだっ

たのかということなんですが、例えば譲渡したのが

１０月１日なんですけど、１２月２１日に

２,０００万円、翌年の１月４日に５,８８１万円、

これはそれぞれ明細は明らかになっています。その

後に、観光宿泊施設事業費で平成２８年３月４日に

４４万円、そして平成２９年２月２０日に４１万円

というふうにお金を出しているんですね。 

 そのほかにも見積もりもアイ・ビー社のほうから

市のほうに出しているんですよ。だから、ここでも

食い違いが起こっているわけですよね。市は、修繕

を、どこまでを約束したのかということをまずはっ

きりさせていただきたいんです。 

○商工観光部長（古川英利）今、井上議員がお

っしゃった中の数字で、違うところだけを確認させ

てもらいますと、その支出の中には今言われたのは、

我々が引き継ぎのときにここを直しますよという

約束をさせていただいたもの以外の今金額も入っ

ておりました。 

 例えば、５,８８１万８,０００円というのは、甑

島館活用促進条例の補助金のものでございます。そ

れから、２,０００万円についても、里地域の交流

活性化施設の整備補助金のものでございます。そこ

は大前提として、じゃあ、そのほかのものについて

ということです。 
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 一般質問でも答弁しましたとおり、私どもは無償

で譲渡をさせていただきました。現況引き渡しとい

う条件で契約をさせてもらったんですが、引き継ぎ

のときに、立ち会いのときにこことここは直してく

れということがありまして、そこは双方合意の上で

場所を確認して、その引き渡した後になったものも

あるんですけども、修繕をさせていただきました。 

 で、今先方がおっしゃっているのは、我々が立ち

会った部分以外のところでも、雨漏りの箇所がどん

どんふえてきておりました。これは以前からの雨漏

りなのか、新たな雨漏りなのか、そういったところ

がはっきりしない部分も含めて、修繕が終わってい

ないという御主張を今されているところなんです

が、私どもといたしましては、再三、いやもう引き

継ぎのときに約束したところは直っておりますの

で、あとはアイ・ビー・キャピタル社のほうで修繕

していただければということでお願いをしていた

ところです。 

 ここが相手方と主張と違うところでございます

ので、この主張が違うものについては、これ以上の

答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

○議員（井上勝博）答えていらっしゃらないのは、

平成２８年の３月４日の４４万６,０４０円と平成

２９年の２月２０日の４１万２,６３５円というの

は、市が全額負担していますよね。これは、アイ・

ビー・キャピタル社と市の関係で直すという約束を

した部分ではないと。ではなぜ、市はそういうお金

を出しているのかということなんですけど。 

○商工観光部長（古川英利）４４万円幾ばくの

やつは１階ロビーの外側の工事だと思いますが、こ

こは立ち会って修繕すると約束したところでござ

います。 

○委員長（下園政喜）ほかにありますか。 

○議員（森満 晃）今後についてなんですけども、

市が補助金の決定を取り消しをしていまだに１億

円返還されていないわけですが、今後、市としては

どのような手続あるいは期限を切っていろいろな

手続をとっていかれるのか、話せる範囲でお願いし

ます。 

○副市長（永田一廣）今後のことについて、少し

直接的な回答はできないところがある点は御容赦

いただきたいと思いますが、先ほど課長のほうから

申し上げましたとおり、期限を過ぎて補助金が精算

されませんでしたので、現在、補助金の返還請求を

しているところでございます。これに沿って先方が

真摯に対応していただくというのを期待をして

――期待をするというか、それに沿って処理をされ

るということを私どもとしては考えております。 

 その後の件については、事態がどう推移していく

か予言ができませんので、コメントは差し控えさせ

ていただきたいと思います。 

○議員（森満 晃）もし返還がなされなければ、

このまま平行線であるかもわからないと、状況は進

展しないということも考えられるわけですね。 

○副市長（永田一廣）今の御指摘につきましても、

冒頭、私のほうで申し上げましたとおり甑島の観光

振興に大きくかかわる案件でございますので、振興

にマイナス、水を注ぐようなことは避けたいと考え

てございます。 

 したがいまして、この委員会の場で回答すること

は控えさせていただきたいという繰り返しになり

ますが、御容赦いただきたいと思います。 

○議員（井上勝博）私が言っているのは、平成

２９年の２月２０日の件がどうなっているか。 

○委員長（下園政喜）２月２０日の件はどうなっ

ているかということでございますが。 

○商工観光部長（古川英利）もう１件のほうは

立ち会って現場を見て、我々のほうで直したほうが

いいということで直したところでございます。 

○委員長（下園政喜）いいですね。以上で、観光・

シティセールス課を終わります。 

────────────── 

△スポーツ課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、スポーツ課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○スポーツ課長（花木 隆）それでは、スポー

ツ課の所管事務につきまして説明いたします。企画

経済委員会資料の１３ページをお開きください。 

 まず初めに、１、スポーツ合宿についてでありま

す。 

 まずは、（１）年度別スポーツ合宿状況について

であります。 

 平成２９年度の合宿団体数は、昨年度より７団体

ふえ９２団体、延べ宿泊人数は、昨年度より

１,３８１人ふえ、１万１,８０１人でありました。 
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 また、県外からの合宿団体が７７団体、延べ宿泊

人数は１万９２７人、県内の団体が１５団体、延べ

宿泊人数は８７４人でありました。 

 次に、（２）平成２９年度種目別合宿状況であり

ます。 

 団体数の最も多い競技種目は、２３団体のバレー

ボール競技でありました。また、延べ人数の最も多

い競技種目は野球で、全体の約３５％でありました。 

 このほか団体数の多い順番では、陸上、テニス、

バスケットボールとなっております。 

 続きまして、（３）平成２９年度スポーツ合宿実

施の主な団体であります。 

 平成２９年度からの新規の合宿団体は、１行目の

ヴィクトリーナ姫路バレーボールチーム、また、

１４ページをめくっていただき、上から７行目の長

谷川体育施設陸上競技部、また、下から４行目の明

治大学競走部、また、最後の朝日大学バレーボール

部でありました。 

 次に、（４）ブラジル女子バレーボールチームの

合宿についてであります。 

 ブラジル女子バレーボールチームが、６月１６日

から２１日の６日間、本市総合運動公園サンアリー

ナせんだいサブアリーナで強化合宿を行いました。 

 歓迎のセレモニーとしまして、６月１７日に鹿児

島県を初め関係者の皆様、並びに市民の皆様にも御

参加いただき歓迎式を開催し、また６月２０日には、

監督、チームマネージャー、チームアシスタントの

表敬訪問を受けました。 

 また、この合宿期間中は練習を公開していただき、

約４７０名の方々に世界トップレベルの強豪チー

ムの練習を見学していただきました。 

 今後も、オリンピック事前合宿を含め、このよう

な合宿誘致活動を積極的に展開してまいりたいと

考えております。 

 続きまして、２、昨年４月にオープンしました樋

脇グラウンド・ゴルフ場の平成２９年度の利用状況

についてであります。 

 平成２９年度の利用者数は３万２,３０７人であ

りました。昨年、８月４日には利用者１万人の達成

セレモニーも実施したところでございます。 

 なお、表の下側に主な大会等を掲載してございま

すので、お目通しくださればと思います。 

 今後も、この樋脇グラウンド・ゴルフ場の利用促

進につきましても推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で、所管事務の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、スポーツ課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後４時１７分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後４時１８分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────── 

△国体推進課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、国体推進課の審査に

入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（下園政喜）それでは、議案がありませ

んので、所管事務調査を行います。 

 まず、当局の説明を求めます。 

○国体推進課長（田中英人）それでは、国体推

進課の所管事務について御説明いたしますので、商

工観光部企画経済委員会資料の１５ページをお開

きください。 

 まず、１の燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実

行委員会の取り組みについてでございます。 

 先月２５日に燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内

市実行委員会第２回総会が開催されて、承認された

ものでございます。 

 本年度の主な事業内容のうち、競技会場、練習会

場の整備といたしまして、ホッケー競技会場となり

ます丸山自然公園の人工芝敷設工事を初め、競技会

場や練習会場の改修工事を行い、各競技において選

手が実力を十分に発揮できる競技環境を整えてま

いります。 

 これらにつきましては、来年度、開催されますリ

ハーサル大会までには整備を終えるスケジュール

となっております。 
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 また、本年度開催されます福井国体等の視察を行

い、先催県の情報収集に努めるとともに、実行委員

会の各専門委員会において、具体的な案件の協議を

活発化させ、それぞれ国体開催に係る専門的分野で

準備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、広報啓発活動でございますが、市内循環バ

ス、路線バス、公用車に国体のＰＲ用のラッピング

を施し、国体開催８００日前の記念イベントとしま

して、７月２６日に国体ラッピングバス出発式を川

内駅西口駅前広場で開催し、広く市民への周知を図

ってまいります。 

 また、１２月１５日には、国体スポーツフェスタ

ｉｎさつませんだいを昨年度に引き続き開催いた

します。 

 このほか、ペーパークラフト作成を初め、さまざ

まな国体ＰＲを展開し、再来年度に迫りました国体

開催に向けて、市民一丸となって取り組んでまいり

ます。 

 次に、資料の１６ページをごらんください。 

 ２の平成３１年度全国高等学校総合体育大会に

ついてでございます。 

 本年４月２０日に平成３０年度第１回全国高等

学校総合体育大会中央委員会が開催され、平成

３１年度全国高等学校総合体育大会の競技会場及

び競技日程が決定いたしました。 

 大会期間は、平成３１年７月２７日から８月

２０日までの２５日間であり、本市におきましては、

男女バスケットボール競技がいちき串木野市との

共催で７月２７日から８月２日の７日間、サンア

リーナせんだいを中心に開催されます。今後、実行

委員会を設立し、開催準備に向けた取り組みを加速

させていきたいと思います。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があり

ましたが、このことも含め、これより所管事務につ

いて質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、国体推進課を終わります。 

 それでは、当局の皆さんは御退席ください。 

［当局退室］ 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（下園政喜）以上で、日程の全てを終わ

りましたが、委員会報告書の取りまとめについては、

委員長に一任していただくことで御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（下園政喜）次に、閉会中の委員派遣に

ついてお諮りします。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後４時２４分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後４時２９分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 それでは、先ほど協議いたしましたとおり、７月

１８日水曜日に農業経営者等の協力をもらいなが

ら、市内の田・畑など現地を視察することとし、視

察先については、今後、調整を進めていくこととし

たいと思います。 

 ついては、議長に対して委員派遣承認要求を行う

こととし、派遣内容については委員長に一任してい

ただきたいと思いますが、そのように取り扱うこと

で御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 それでは、詳細が決まりましたら改めてお知らせ

します。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（下園政喜）以上で、企画経済委員会を

閉会いたします。 
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受 理 番 号 陳情第 ５ 号 受理年月日 平成３０年 ６ 月１２日 

件 名 原発の廃炉技術者養成学校の設置を求める意見書提出についての陳情 

陳  情  者 

薩摩川内市神田町１番１０号 

川内原発建設反対連絡協議会 

会長 鳥原 良子 

要          旨 

 福島原発事故をきっかけに、世界のエネルギー政策は、再生可能エネルギーへ転換が進んでいることから、全

国の原発が次々と廃炉になるのはそう遠くないことと思われる。原発を解体するに当たっては、ち密な作業の上

に、原発稼働に伴って発生した放射性物質、放射化された機器類の扱い、原子炉内の複雑な構造に合わせた作業、

それらの運搬等が考えられるが、放射性物質の性質と健康保全等の基本的な知識が、安全な作業への道を強固な

ものにすると考える。何よりも作業者自身の健康と安全な作業確保は言うまでもない。 

 ２０１１年３月に福島第一原発の４基でレベル７の原発事故が発生したが、いまだに溶け落ちた核燃料の行方

さえ分からず、デブリとなって格納容器の底部に溜まっていると思われるものの、７年たってもそれを確認でき

ていない。原子炉内の溶融した放射性物質は、ロボットのコンピュータさえも、高い放射能でコントロールをす

ぐさま不能にしている。事故後の廃炉がいかに困難かを物語っている。 

 福島原発事故の処理に関わる技術者も、既に放射能の被ばく容量の限度値を超える人が多く発生し、高い技術

の知識と経験を持った人が、不足し始めていると聞く。今後、全国各地の原発が廃炉作業に入った場合、更に廃

炉に関わる技術者が不足して、このままでは廃炉が順調に進まない上、重大な部署での廃炉作業関連事故も増加

することが予測される。 

 そこで、必要な部署に必要な技術者を送るため、その養成が急務だと考えられている。 

 廃炉に関わる技術者を養成することは、今後増加する各地の廃炉作業を順調に進めるためはもちろん、川内原

発を安全に廃炉に進めるために、何より働く人の安全確保と原発周辺の住民保護を目指す目的で、原発現地の使

命として必要なことと考え、街の活性化や雇用にも結び付くと考える。 

 よって、鹿児島県知事に下記の内容を押さえた技術者養成学校の設置を求める意見書提出を強く要請する。 

 

記 

 

１ 原発を保有する県として、廃炉に関わる様々な技術を獲得できる原発技術者養成学校の原発現地設置を国に

要請すること。 

２ 養成学校は、原発作業者の離職後の健康管理も考慮した内容とし、離職後、他の職で生かせる技術も含むもの

とすること。 

３ 地元の希望者を優先するものとすること。 
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